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１ 第２次学校教育推進計画の策定にあたって 
 

 １ 策定の基本方針 

 

 第２次学校教育推進計画の策定にあたっては、第１次学校教育推進計画の進捗状況や課題

を検証し、子どもを取り巻く状況の変化に的確に対応した計画づくりを行うとともに、第２

期教育振興基本計画＊等を踏まえつつ千葉市新基本計画や実施計画との整合性も考慮しなが

ら、学校、家庭、地域、行政の四者が共有・協働することのできる計画とします。 

 

 ２ 計画策定の背景 

 

子どもを取り巻く社会状況の変化 

 少子超高齢化やグローバル化＊の進行、ＩＣＴ＊の発展に伴う様々な情報の氾濫、厳しさを

増す経済環境や社会のつながりの希薄化など、子どもを取り巻く社会状況は大きく変化して

います。 

 また、東日本大震災や様々な自然災害からの教訓を踏まえ、防災・安全対策が急務となっ

ているとともに、人々や地域間に存在する絆やコミュニティの大切さが再認識されています。 

本市学校教育の取組みと課題 

 「わかる授業・楽しい教室・夢広がる学校づくり」の充実に向けて、これまで様々な教育

施策を展開し、多くの成果を挙げてきています。その一方で、確かな学力＊の定着や規範意識

の向上、地域の教育力を一層生かした教育活動の展開など、今後も力を入れて取り組むべき

課題は多く存在しています。 

 

 ３ 「目指すべき子どもの姿」と「教育目標」の継承 

 

 第１次学校教育計画が、今後概ね１０年先を見据えた子どもの姿を捉えた、千葉市学校教

育等の目指すべき教育目標・施策の方向性を定めた指針であったこと及び、公教育の安定性・

継続性を踏まえ、第２次学校教育推進計画の根幹となる「目指すべき子どもの姿」と「教育

目標」については継承することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指すべき子どもの姿 

教育目標 

夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども 

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 
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 ４ 計画策定の６つの視点 

 

 「策定の基本方針」、「目指すべき子どもの姿」と「教育目標」に基づき、次の６つの視点

から計画を策定することとしました。 

 

社会を生き抜く力をはぐくむ 

 多様で変化の激しい社会において個人の自立と協働を図るための主体的・能動的な力が求

められる中で、子ども一人ひとりに、確かな学力＊、豊かな心、健やかな体といった「生きる

力＊」を確実に育成することを目指します。 

 特に、東日本大震災のように非日常的、想定外の事象や様々な困難に直面しても諦めるこ

となく、自ら考え、臨機応変に行動する力やコミュニケーション能力を育成することを目指

します。 

 また、学校内外における多様な体験活動や地域との係わりを通じて、規範意識・公共の精

神に基づき主体的に社会・地域の形成に参画する資質・態度を育成することを目指します。 

 

未来へ飛躍する力をはぐくむ 

 グローバル化＊が進行する変化の激しい社会において、新たな社会的・経済的価値を創出す

ることが必要とされています。そのような社会において、子どもがチャレンジし、未来に飛

躍することができる確かな力をはぐくむために、一人ひとりの多様な個性・能力を最大限伸

ばすことができる環境を目指します。 

 

学びの保証 

 教職員が子どもに向き合える環境づくりを進めるとともに、様々な教育的支援の充実を図

ることにより、多様なニーズに応じた学習機会の確保と教育成果の保証を目指します。 

 

学校・家庭・地域・行政の連携・協働 

 市全域において、四者が連携・協働する体制が構築されることを基本とし、社会・地域全

体で子どもの学びを支援する取組みや地域とともにある学校づくりを進めます。そして、学

びを契機とした四者の連携・協働の深まりにより、絆づくりと活力あるコミュニティの形成

を目指します。 

 

深化と充実 

 「人間尊重の教育」を基調とする本市の長年にわたる取組みは、これまでにも多くの成果

を挙げていることから、これを深化・充実させることにより、「千葉市で学んでよかった」「千

葉市で学ばせてよかった」と思える教育を目指します。 

 

新しい時代への対応 

 平成２９年（２０１７年）４月実施予定の県費負担教職員の給与負担等に関する事務移譲

の機会を捉え、学級編制基準＊や教職員定数＊を定めることや学校の実情に応じた教職員の配

置の工夫などを踏まえて、本市の独自性や先進性を示すことを目指します。 

 また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、自らの歴史・

文化を理解し、異文化への理解を深める教育に取り組むとともに、スポーツの魅力を通して、

体力の向上と夢や希望をはぐくむ教育につなげるなど、子どもを取り巻く様々な社会状況や

時代の変化へ的確に対応した教育を目指します。  
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２ 第２次学校教育推進計画の基本的な考え方 
 

 １ 計画の対象範囲と性格 

 

 小・中学校、高等学校及び特別支援学校＊の教育と、それに関連する重要施策を対象範囲と

します。 

 また、計画の性格については、今後概ね１０年先を見据えた子どもの姿を捉えた、千葉市

学校教育等の目指すべき教育目標・施策の方向性を定めた指針とする基本計画部分と、それ

を実現するための具体的な事業をアクションプランとする二つの要素を持った計画とします。 

 

 ２ 計画の体系 

 

「目指すべき子どもの姿」や「教育目標」の実現を図るため、施策を体系的に位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千葉市の目指すべ

き子どもの姿 

継承 

「夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども」 

教 育 目 標 
継承 

「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」 

施策展開の方向性 

７つの施策展開の方向性 

教育目標の達成に向け、どのような視点から施策展開を図ってい

くのか、その方向性を明らかにします。 

施 策 

１４の施策 

各施策展開の方向性を踏まえ、教育目標を達成するための施策を

計画に位置付けます。 

アクションプラン 

個別具体の事業 

重点的に取り組む事業について、アクションプランを計画に位置

付け、施策の具現化を図ります。 

基 
 

本 
 

計 
 

画 
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 ３ 第２次学校教育推進計画［概念図］ 
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目指すべき子どもの姿  夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども 

 将来に夢や希望を持ち、人との豊かなかかわりのなかでたくましく成長していくことので

きる子ども、そして、目標の実現に向けねばり強く取り組むことのできる子どもを育ててい

くことを目指し、千葉市の目指すべき子どもの姿として位置付けるものです。 

 

教 育 目 標  自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 

 学習指導要領＊に示された「生きる力＊」の育成という基本理念の実現を目指し、学校教育

の基本となる目標として、位置付けるものです。 

 

 

 ４ 学校、家庭、地域、行政の役割 

 学校、家庭、地域、行政は、子どもの成長と自立を支えることを目的として、それぞれの

役割と機能を再認識し、責任を持って子どもの教育にあたるとともに、互いに補完しあいな

がら、参画と連携による、よりよい学校教育の実現に向けた活動を進めます。 

 

学校の役割 

「わかる授業・楽しい教室・夢広がる学校づくり」の実践 

 学校は、｢わかる授業・楽しい教室・夢広がる学校づくり｣のさらなる充実により、確かな

学力＊、豊かな心、健やかな体をバランスよく育成することを通じて、「生きる力」を確実に

はぐくむとともに、子どもを取り巻く社会状況の変化や多様な教育課題に対して、一人ひと

りの実情に応じた指導・支援を行います。 

 なお、教育活動の様々な場面において、家庭や地域の参加・協働の取組みを進め、「地域と

ともにある学校づくり」を推進します。 

 

家庭の役割 

「すべての教育の出発点・健やかな育ちの基盤」の確立 

 家庭は、教育の原点として、基本的な生活習慣の習得、自立心の育成、心身の調和のとれ

た発達などに大きな役割を担っています。子どもの教育に第一義的責任を有している保護者

は、良好な家庭環境を実現するとともに、学校や地域と協調しながら学校教育に参加・協働

していきます。 

 

地域の役割 

「かかわり・つながり・支えあう地域コミュニティ」の構築 

 地域は、子どもの成長を支える重要な主体の１つとして、子どもを見守り、励まし、その

成長を支える様々な取組みの実践により、社会全体で教育力の向上に寄与していきます。 

 また、子どもを支える活動や学校教育への参加・協働を進め、さらなるコミュニティの活

性化を図り、多様な人が集まる地域コミュニティを子どもの成長と自立の場としていきます。 

 

行政の役割 

「千葉市らしい・夢かなえる教育環境」の実現 

 行政は、子どもの学びの充実に向け、質の高い教育環境づくりにおいて主導的な役割を果

たしていく責務を担っており、その実現に向けて、本計画をはじめとする諸施策を着実に実

施するとともに、四者の参画と連携に向けて、適切な支援やコーディネイトを進めます。 
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３ 現状と課題 
 第１次学校教育推進計画を基に、計画の進捗状況や子どもを取り巻く社会状況などを踏ま

え、本市の学校教育における現状と課題を整理しました。 

 

Ⅰ わかる授業を推進し、自ら学ぶ力を身に付けさせる 

確かな学力をはぐくむ 

 全国学力・学習状況調査＊の結果において、小中学生ともに国語ＡＢと算数・数学ＡＢの全

科目で全国平均を上回っています。また、千葉市学力状況調査＊の結果でも、大部分の科目で

千葉県平均を上回り、概ね良好な結果となっています。 

 これらは、長年にわたり「わかる授業」を目標に取り組んできたことに加え、学校図書館

指導員＊の配置及び朝読書の実施などによる国語力の向上、少人数指導教員＊・学力向上サポ

ーター＊の配置によるきめ細やかな指導の成果が表れているものと考えられます。 

 しかし、千葉市学力状況調査の結果を教科や学年別にみると、小学生の理科や社会につい

ては、僅かに千葉県平均を下回っている状況があります。 

 これらの現状を踏まえ、それぞれの課題を明確にし、指導方法の工夫・改善、ＩＣＴ＊の活

用、少人数指導など学習形態の工夫等を通して、「わかる授業」の充実を図り、確かな学力＊

の習得につなげていくとともに、学力の習得状況に成果が表れている国語や英語に関する取

組みをより充実させ、本市の子どもの強みをより高めることが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図表１ 全国学力・学習状況調査の結果 

 

 

指導課：平成 26年度 全国学力・学習状況調査 
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学ぶ意識・意欲を高める 

全国学力・学習状況調査＊や千葉市学力状況調査＊では、「学校の勉強が好きだ」「（各教科

の）学習がわかる」との質問に対し、肯定的に答えた児童生徒の経年変化は、各学年ともに

増加傾向にあります。また、学習意欲に対する調査の結果からは、小中学生ともにより積極

的に授業に臨み、粘り強く問題に取り組む児童生徒が着実に増加していることがわかります。 

 これは、各教科等において発表や対話などの「言語活動＊」の充実に取り組んだことや、校

内ＬＡＮを基盤とした電子黒板・大型デジタルテレビ等のＩＣＴ＊を活用した授業の成果と考

えられます。 

 一方で、学年が進み学習内容が難しくなるに従い、肯定的な回答が減少する傾向があり、

学習指導要領＊への対応で学習内容が増加したことなどにより、勉強に難しさを感じている中

学生に対する指導方法の工夫・改善を進め、理解度を高めるとともに、学びに対する意識・

意欲を向上させる取組みがより一層必要です。 

また、学校の授業以外での勉強時間について、非常に多くの時間勉強する小中学生が全国

平均より多い一方で、「全くしない」と回答した割合も全国平均より多いという結果が出てお

り、二極化が見られることから、学習習慣が身に付いていない子どもへの支援も課題となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表２ 学校の勉強が好きだと思う児童生徒の割合 

 

＜指導課：平成 26 年度 千葉市学力状況調査＞ 

53.0% 

77.3% 

86.8% 

51.0% 

74.7% 

84.8% 

40.8% 

69.6% 

82.2% 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校２年生 

小学校５年生 

小学校３年生 

20年度 

25年度 

26年度 
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Ⅱ 社会性を備えた豊かな心をはぐくむ 

 

豊かな心をはぐくむ 

 千葉市学力状況調査＊によると「係活動等責任をもって行っている」と回答する児童生徒の

割合は小中学生ともに約９割と高く、農山村留学や自然教室などの体系化され充実した体験

活動を通して、責任感や思いやりの心がはぐくまれていることが見受けられます。 

その一方で、全国学力・学習状況調査＊では、「学校の規則を守る」「いじめは、どんな理由

があってもいけない」といった設問に対して、否定的な回答をする子どもが、ごく少数なが

ら一部に見られます。 

 また、教職員を対象とした学校教育に関する意識調査では、最近の子どもの印象について、

「気持ちをコントロールできる」「気持ちを相手にうまく伝えられる」「人間関係を築くのが

上手」といった設問に対して、否定的な回答が肯定的な回答を上回っています。さらに、市

民が学校に期待する取組みに対して「道徳観や規範意識」を求める割合が最も高くなってい

ます。 

 これらの現状を踏まえて道徳教育や人権教育の充実をはじめ、読書活動＊の一層の推進や学

校内外での多様な体験活動を通じて、社会性や規範意識、他者への思いやりなど、子どもの

豊かな心を育んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表３ 係活動など責任をもっておこなう児童生徒の割合 

 

＜指導課：平成 26 年度 千葉市学力状況調査＞ 

92.6%

90.5%

87.9%

91.9%

89.4%

86.9%

82.7%

84.9%

84.5%

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

中学校２年生

小学校５年生

小学校３年生

20年度

25年度

26年度

図表４ 市民が学校に期待する取組み 

 

＜企画課：学校教育に関する意識調査 市民(平成 26年 8月実施 インターネットモニターアンケート)＞ 

68.0%

42.3%

27.7%

21.9%

17.9%

47.6%

38.0%

6.5%

27.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

道徳観やマナー・ルール

公正な判断力

自然や環境の大切さ

日本の文化や歴史

国際感覚・国際文化

ものの見方や考え方

心身ともに健やかな体

芸術について理解

将来について考える
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いじめ等問題行動への対応 

 平成２５年（２０１３年）９月のいじめ防止対策推進法の施行にともない、各学校での「学

校いじめ防止基本方針」の策定などに取り組み、一定の効果はあげています。しかし、いじ

めの解消率は小中学校とも第１次計画における目標達成は困難な状況であり、一層の取組み

の充実が求められています。最近は、携帯電話やスマートフォンが小中学生にも急速に普及

しており、ソーシャルメディア＊を利用したいじめが急増しています。これらは、大人の目に

触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育＊を進めるとともに、保護者の

理解と協力を基に対応することが必要です。 

 また、不登校児童生徒＊に関する対策や支援について、これまでにスクールカウンセラー＊

の配置や適応指導教室＊の設置運営などを進めた結果、不登校の児童生徒の割合は、中学生に

ついては一定の改善が見られるものの、小学生はここ数年増加傾向であり、不登校の低年齢

化が課題となっています。 

このような現状を詳しく分析し、確かな知識と対応する能力を身に付けた教職員の養成に

向けた研修等の拡充や学校内の相談体制の充実を図るとともに、家庭や学校、関係機関が、

より緊密に連携をし、早期発見・早期解消に向けて、取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

図表５ いじめの解消率                                単位：％ 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
目標値 

（27年度） 

小学校 78 91 76.2 76.6 85.1 83.3 82.2 95.0 

(22年度 

目標設定) 中学校 77 88 69.2 80.7 87.1 70.1 87.0 

＜指導課：平成 26 年度 事務点検・評価＞ 

図表６ 全児童生徒数に対する不登校小学校児童数の割合                 単位：％ 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
目標値 

（27年度） 

小学校 0.22 0.21 0.28 0.31 
0.34 

全国0.31 

0.47 

全国0.36 

0.35 

全国 0.39 
0.20 

中学校 2.73 2.70 2.79 2.56 
2.49 

全国2.56 

2.28 

全国2.69 

2.20 

全国 2.76 
2.50 

＜指導課：学校教育推進計画 平成 26 年度 進捗状況点検・評価＞ 
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Ⅲ 体力を高め、健康な体をはぐくむ 

 

健やかな体の育成 

 本市の子どもの体位測定の結果は、小中学生段階から身長は全国平均を概ね上回っていま

すが、体重は下回っており、この傾向は中学校でより顕著になっています。 

 また、朝食を食べている子どもの割合は、小学６年生で８８．４％、中学３年生で８３．

５％の子どもが、「朝食を毎日食べている」と答えています。しかしながら、小学生に比べて

中学生は、その割合が減少傾向にあります。今後も、朝食の必要性を食育＊の中で子どもに指

導するとともに、食事内容や摂取量などを含めた食事のあり方について、保護者へ啓発して

いくことが必要です。 

 本市の学校教育における大きな魅力の一つとして、小中学校で学校給食を１００％実施し

ていることが挙げられます。特に、中学校では未実施の政令市も多い中、育ち盛りの子ども

にとってバランスの良い栄養摂取が可能となっています。さらに、小学校は全校で自校給食

を実施するとともに、全校に配置された学校栄養職員が、子どもに最も近いところで日々の

様子を見ながら献立を考え、また、アレルギーの子どもへきめ細やかに対応するなど、食育

のスペシャリストとして活躍しています。保護者への意見聴取でも、子どもが「給食がおい

しい」「楽しみにしている」といった声が多く聞かれました。今後も、旬の食材や地元の食材

を活用するなど、工夫した献立開発に努めるとともに、子どもが日常生活における食事の正

しい理解を深め、望ましい食習慣を身に付けられるように取組みを継続・充実させることが

必要です。 

 このような状況を踏まえて、生涯にわたって健康で活力ある生活を送るための基礎を培う

よう、家庭と連携して規則正しい生活習慣の定着と健全な食生活の実現に引き続き取り組む

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表７ 学校給食実施率 

 

＜文部科学省：平成 24年度 学校給食実施状況調査＞ 

千葉市 県 全国

給食実施率 100% 100% 99.2%

内）自校給食実施率 100% 49.2% 48.3%

中学校 給食実施率 100% 100% 85.4%

小学校
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体力の向上 

 体力・運動能力調査＊の結果から見ると体力・運動能力の面でも概ね全国平均を上回ってい

ます。しかし、握力、反復横跳び、シャトルラン、ボール投げについては、ここ数年各学年

の共通の課題となっています。このような中、ボール投げについては、近年全国平均を下回

る傾向であったことから各学校で重点種目として取り組んだ結果、改善傾向にあります。今

後も、学校における子どもの体力向上に関する検証の際には、運動習慣等を含む実態把握を

行い、体力の向上を一層推進することが必要です。 

 また、各種調査結果では体格・体力ともに良好な結果を得ているにも関わらず、市民や教

職員を対象とした学校教育に関する意識調査では、最近の子どもの印象として「体力がない」

と感じているという意見が多数を占めており、学校体育の充実はもとより、学校や地域にお

ける子どものスポーツや遊びなどの機会の拡充を図る取組みが必要です。 

 さらには、中学生の体力を高める場として有効な運動部活動において、生徒数の減少や専

門的な指導ができる教職員の不足などから、一部の学校では十分な活動ができない現状もあ

り、保護者からは、部活動の活性化や種目の充実などの要望もあげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表８ 体力・運動能力調査の結果 

 

小学校 下学年（第１～３学年） 小学校 下学年（第４～６学年） 中学校 （第１～３学年）

男子 ● ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ● ● ○ ●

女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ● ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ● ○ ○ △

女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ● ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ● ○ ○ ○

女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ● △ ● ○

女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ● ○ ○ ○ 女子 ● ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ● ○ ○ ○

女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○ ○ 男子 ○ ○ ○ ● 男子 ● ○ ● ○

女子 ● ○ ○ ○ 女子 ○ ○ ○ ○ 女子 ● ○ ○ ○

全国平均との比較　○：優れる、△：同じ、●：劣る
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Ⅳ 家庭の教育力を高め、地域の教育力を生かす 

 

家庭・地域の意識を高める 

本市では、学校セーフティウォッチャー＊ーが２６，８５５人登録されており、地域ぐるみ

で子どもの安全を見守る意識が根付いています。 

また、全国学力・学習状況調査＊の結果では、「家の人が学校の行事によく来る」と答えた

割合は、小中学生ともに全国平均を上回っており、保護者が学校行事へ積極的に参加してい

る実態が見受けられます。一方で、子どもの「地域の行事への参加」については、全国の平

均より少なく、大都市に特有の傾向が見受けられます。 

保護者の学校教育に対する関心の高い土壌を活かし、今まで以上に家庭・地域・学校・行

政が連携した取組みを進めることにより、地域で家庭教育を支援する絆づくりとコミュニテ

ィの形成に資することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表９ 学校セーフティウォッチャーの登録数                    単位：人 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
目標値 

（27年度） 

16,000 18,500 20,600 23,100 23,734 25,271 26,855 25,200 

＜学事課：学校教育推進計画 平成 26 年度 進捗状況点検・評価＞ 

図表 10 家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 

 

 

＜指導課：平成 26 年度 全国学力・学習状況調査＞ 

63.3 

49.9 

24.9 

33.2 

8.2 

12.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

千葉市

全国（公立）

中学生



 25 

 

 

家庭・地域の教育力を活かす 

学校教育に関する意識調査では、家庭の役割について「規律ある生活や基本的な生活習慣、

忍耐力をはぐくむ場」であるとしながらも、学校に「ルールやマナーを身に付けさせる」取

組みを期待する割合も高くなっています。 

さらに、保護者や市民からの意見聴取では、大人のモラルの低下・認識不足を指摘する声

も多く聞かれました。 

核家族化の進展や人口の流動化により、祖父母から子や孫へ、社会規範や伝統文化を継承

することが困難になっており、特に都市部の子どもは、超高齢社会＊の中にあっても、身近に

高齢者と触れ合う機会が乏しくなっています。 

 都市化や家族形態の変容などから、家庭での社会性を養う機能が低下しているだけでなく、

人々の価値観やライフスタイルの多様化などを背景に、地域社会とのつながりの希薄化も進

んでおり、地域で子どもの社会性を養う機会も減少しています。さらには、全国各地で子ど

もが巻き込まれる様々な事件が発生している中、地域で子どもが安心して遊んだり生活した

りできる場や様々な実体験をする場が減少しており、このことも社会性を身に付ける機会の

減少につながっています。 

 このような状況において、超高齢社会の一層の進展により、地域に多く存在する様々な知

識や豊富な経験を持つ元気な高齢者をはじめとして、多様な主体や世代が関わりあって地

域・社会全体で子どもを育てる力を高めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜企画課：学校教育に関する意識調査（保護者） 平成 26 年 10月実施＞ 

36.3%

31.3%

51.0%

53.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道徳観や社会のマナー、ルールを身に付けさせる

公正な判断力を身に付けさせる

図表12 保護者が学校に期待する取組み とても期待する やや期待する

図表 11 家庭・学校・地域の役割について 

 

＜企画課：学校教育に関する意識調査（保護者・教職員） 平成 26年 10月実施＞ 

Ｈ26 Ｈ19 Ｈ26 Ｈ19 Ｈ26 Ｈ19 Ｈ26 Ｈ19

保護者 95.9% 94.7% 2.8% 2.6% 0.1% 0.2% 1.2% 2.5%

教職員 94.0% 94.2% 4.6% 3.8% 0.3% 0.3% 1.1% 1.7%

保護者 83.8% 89.5% 14.0% 7.5% 0.7% 0.2% 1.5% 2.7%

教職員 73.4% 85.0% 24.7% 13.3% 0.8% 0.0% 1.1% 1.7%

保護者 13.4% 11.1% 84.5% 86.5% 0.6% 0.1% 1.5% 2.4%

教職員 6.5% 2.6% 92.7% 95.4% 0.3% 0.0% 0.5% 2.0%

保護者 25.7% 26.1% 69.5% 67.7% 3.5% 3.1% 1.3% 3.0%

教職員 12.0% 9.8% 77.4% 74.3% 10.1% 13.0% 0.5% 2.9%

保護者 31.3% 35.0% 55.4% 49.2% 12.2% 12.5% 1.1% 3.3%

教職員 17.1% 26.6% 63.3% 53.2% 19.0% 17.3% 0.5% 2.9%

保護者 71.6% 77.9% 12.9% 7.5% 14.2% 11.4% 1.3% 3.2%

教職員 57.9% 64.5% 23.1% 14.7% 17.9% 18.5% 1.1% 2.3%

［設問］子どもに身に付けさせたり育んだりするのは、主にどこの役割だと思うか。

物事の善悪を判断する力を持ち、社
会のルールを守ること

家庭の役割 学校の役割 地域の役割 無回答
設問 回答者

規律ある生活や基本的な生活習慣

我慢する気持ちを持つこと

読み、書き、計算など日常生活に必
要な基礎的・基本的な知識や技能

生涯にわたって自分で学んでいける
ための学び方や学ぶ意欲

人と仲良く付き合えるなど、社会生活
を営む上で必要な態度や能力
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Ⅴ 子どもの学びを支える教育環境を整える 

 

教育環境の充実 

 学校施設の耐震化については、最優先課題として取り組んできた結果、平成２７年度末ま

でには完了する見込みです。その一方で、学校施設の老朽化対策が新たな課題となっていま

す。本市の学校施設は、昭和４０年代から５０年代にかけての児童生徒数の急増時に建設さ

れたものが多く、全体の約８０％が建設後３０年を経過した現在、多くの施設で建物の内外

装や設備配管機器などの老朽化が進んでいます。特に、施設の耐久性や安全性につながる建

物の外壁や屋上防水、また、洋便器化が遅れ衛生環境の劣化が生じているトイレの改修など

が求められています。このような状況から児童生徒が安全かつ良好な教育環境で学ぶことが

できるよう、施設・設備の長寿命化や機能改善を計画的に行っていく必要があります。 

 

 全国各地で、子どもが被害者となる事件や事故が起きており、本市においても防犯カメラ

設置などの学校防犯対策に取り組んできましたが、完全な体制とは言えません。今後も、安

全教育や学校セーフティウォッチャー＊による見守り活動の推進と合わせて、子どもの安全・

安心な環境づくりに取り組む必要があります。 

 

 本市の教育に関するＩＣＴ＊の活用状況は、平成２６年（２０１４年）３月１日現在で、教

育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数は９.４人、学習用との併用を含めた教職員の校務

用コンピュータ整備率は７９.５％と、第２期教育振興基本計画＊で目標とされている水準に

比べて、低い状況になっています。 

 また、電子黒板は１校当たりの台数は不足していますが全校に整備しており、校内ＬＡＮ

整備率についても通信速度の課題はありますが１００％となっています。 

 これらの状況を踏まえ、高度情報化の進展にともない重要性が高まっている情報活用能力＊

の育成や各教科の目標を達成するために効果的なＩＣＴ機器の整備、さらには教職員の事務

負担軽減のために情報教育機器の計画的な整備も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 13 学校施設の築年数別割合 

 

＜学校施設課：平成 26年 4 月現在＞ 

築３０年未満

２１％
築４０年以上

２８％

築３０年以上

４０年未満

５１％

図表 14 第２期教育振興基本計画で目標とされている水準 

○教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数３．６人 

 ①コンピュータ教室４０台 

 ②各普通教室１台、特別教室６台 

 ③設置場所を限定しない可動式コンピュータ４０台 

○電子黒板・実物投影機の整備（１学級当たり１台） 

○超高速インターネット接続率及び無線ＬＡＮ整備率１００％ 

○校務用コンピュータ 教員１人１台 

＜文部科学省：教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画 
（平成 26～29年度）＞ 
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教育環境を整える 

 本市では、児童生徒数が、昭和４０年代以降の急増期から昭和６０年代以降の減少期に移

行する過程において、多くの小中学校で小規模校＊化が進む一方、地域によっては局地的な開

発により大規模校＊化している学校が出てきており、学校規模の違いによる教育環境の不均衡

や教育上・学校運営上の様々な問題が提起されています。平成１６年度からは、学校適正配

置の取組みを進め、これまでに、小学校５校、中学校２校の統合校が開校しました。しかし

ながら、都市部への人口の集中などにより、依然として１１学級以下の小規模校は他の政令

指定都市と比較しても高い割合で存在している状況であり、引き続き地域の実情に即した学

校の適正配置に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの連続性を意識 

 教育内容や学習活動の量的・質的充実への対応や子どもの発達の早期化、いわゆる「中１

ギャップ＊」への対応などから、小中一貫教育＊を求める機運が高まっており、国においても

小中一貫教育制度化の検討が進められているところです。本市における制度導入にあたって

は、「施設の配置」や「教職員の配置」などの整備条件や、導入後に「人間関係の固定化」な

どの様々な課題が想定されることから、子どもにとって最適な対応を慎重に検討した上で、

実施する必要があります。 

 

 

市立高等学校教育の充実 

 本市にある２つの市立高校においては、理数教育を活かした進学重視型単位制高校及び、

真の国際人を育成する中高一貫教育＊校として高い教育水準を実現していますが、今後も市民

の誇りとなる市立高校を目指してより魅力ある高校づくりが必要です。  

図表 15 小規模校の割合 

 

＜企画課：第２次適正配置実施方針（平成 26 年 9月改訂版）＞ 

小規模小学校について(分校を除く)

全体
学校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全体学
校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全体学
校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全市 101 5 5.0% 113 36 31.9% 111 35 31.5%

小規模中学校について(市立稲毛高等学校附属中学校を除く)

全体
学校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全体学
校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全体学
校数

小規模
校数

小規模校
の割合

全市 51 3 5.9% 55 24 43.6% 54 25 46.3%

平成２６年度 平成３２年度(推計)昭和６１年度

平成２６年度 平成３２年度(推計)昭和５６年度
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Ⅵ 意欲と指導力のある教職員を確保・育成するとともに、教職員が職務に専念できる体制を整備する  

 

教職員の資質向上 

 本市の教員は、平成２６年（２０１４年）５月現在で４，０１５名在籍していますが、小

中学校ともに２０～３０代と５０代が多く、４０代が最も少ない状況です。すなわち、ミド

ルリーダーが少なく、若年教員とベテラン教員に二極化している現状です。保護者からの意

見聴取でも「若手とベテランの教員が協力してよくやってくれている」といった意見があっ

た一方で、「ベテラン教員が抜けた時が少し不安」といった将来的な職員体制に対する不安の

声も聞かれました。これからは、多くの割合を占める５０代の退職後を見据え、本市の教育

現場で中心になる３０代を中心とした若年教員の育成に、より積極的に取り組む必要があり

ます。 

 

教職員は、校内研修をはじめ、教育センターで実施される各種研修会や講座等に積極的に

参加し、指導力の向上や指導法の工夫改善に熱心に取り組んでいます。 

 また、近年の小中学校への特別支援学級＊の設置数の増加もあり、養護教育センターで行わ

れている、特別支援教育＊関連の研修への参加者も年々増加しています。 

 一方、近年では、ＩＣＴ＊の発展に伴い教育現場においても様々な情報教育機器が活用され

る事例が増えてきており、これらの教育効果の検証や導入する機器を教職員が有効に使いこ

なす資質が求められています。今後も、ニーズや社会の変化に即した研修等を実施して教職

員の育成を継続していくことが必要です。 

  

 平成２９年に行われる県費負担教職員の給与負担等に関する事務移譲の機会を捉え、学校

の実状に応じた教職員の配置の工夫や、円滑な移譲のための制度設計を行うとともに、本市

の教育目的に即した指導が実践できるような意欲と指導力のある教職員の確保に力を入れる

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 16 年齢別教員数調 

 

＜教職員課：平成 26年 5月現在＞ 
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教職員が職務に専念できる環境づくり 

 平成２６年６月に公表された「ＯＥＣＤ 国際教員指導環境調査＊」では、日本の教員の週

当たりの勤務時間は最長となっています。その内訳としては、授業時間は参加国平均と同程

度である一方で、課外活動＊（スポーツ・文化活動）の指導時間が特に長いほか、事務業務等

も長くなっています。この傾向は、本市においても同様であり、保護者からの意見聴取では

「多くの教職員は頑張っているが、とても忙しそうである」「多忙で、教職員の健康が保てる

のか心配」「子どもと向き合う時間が多くとれるようにして欲しい」といった意見が多くあり

ました。 

 さらには、地域からの意見聴取では「一部の保護者は子どもの教育を何でも学校に押し付

けている」「一部の保護者の対応に時間の制限もなくあたっており、学校や教職員の大きな負

担になっている」といった意見がありました。学校教育において、保護者との対話は大変重

要なことでありますが、過度な要求・要望を繰り返す、ごく一部の保護者への対応が学校や

教職員の大きな負担になっている状況も見受けられます。 

 このように、様々な個性を持った子どもの指導や保護者への対応、課外活動や授業以外の

業務等により、多忙感を抱えている教職員が多いことも事実です。１人の教職員が多くの業

務に当たっている現状を改善し、外部人材の活用をはじめとする様々な取組みを進めること

により、教職員が子どもと向き合う時間を確保することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 17 教員の仕事時間 

 

＜文部科学省：ＯＥＣＤ 国際教員指導環境調査（平成 26 年 6月公表）＞ 

仕事時間
の合計

学校内での同僚と
の共同作業や話し
合いに使った時間

生徒の課題の採点
や添削に使った時
間

生徒に対する教育
相談に使った時間

日本 53.9時間 3.9時間 4.6時間 2.7時間

参加国平均 38.3時間 2.9時間 4.9時間 2.2時間

課外活動の指導に
使った時間

その他の業務に
使った時間

日本 7.7時間 2.9時間

参加国平均 2.1時間 2.0時間

保護者との連絡や連携に
使った時間

1.3時間

1.6時間

学校内外で個人で
行う授業の計画や
準備に使った時間

8.7時間

7.1時間

一般的事務業務に使っ
た時間

5.5時間

学校運営業務への参
画に使った時間

3.0時間

1.6時間

指導（授業）に
使った時間

17.7時間

19.3時間

2.9時間
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Ⅶ 多様な教育的支援を充実させるための教育環境整備を一層進める 

 

特別支援教育の充実 

 様々な背景を有する者がともに暮らし、支えあう共生社会の形成に向けて、社会の縮図と

もいえる公教育の場においては、特別な教育的ニーズに対応した取組みを行う必要がありま

す。 

 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システム＊の構築に向けて、こ

れまでも本市では多様な学びの場の整備として小中学校の特別支援学級＊の設置を実態に応

じて進め、知的障害や自閉症・情緒障害、言語障害・難聴のある児童生徒の指導を行うとと

もに、ＬＤ等通級指導教室＊を小学校各区１校の６校と中学校２校に設置しています。 

 さらには、養護教育センターが中心となり、市立特別支援学校２校と市立高等特別支援学

校や市内にある県立特別支援学校８校と連携し、各学校への支援を行っています。 

養護教育センターでの教育相談の件数は、小中学生とも増加しています。今後も特別な教

育的ニーズのある子どもがその年齢及び能力に応じて、十分な教育が受けられるようにする

ため、可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に学ぶことができるよう配

慮した教育環境を整備するとともに、専門性のある教員の育成や教育内容・方法の充実を図

っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際化への対応 

 本市には多くの小中学校に外国人児童生徒や海外帰国児童生徒が在籍しており、こうした

子どもへの教育環境の整備として、これまでも日本語指導通級教室＊の設置などの取組みを進

めていますが、グローバル化＊の進展により、今後もこうした生徒は増加することが予想され

ます。支援体制の充実はもとより、子どもが多様な文化・言語を自然に体験する機会と捉え

ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 18 特別支援学校及び特別支援学級等の設置状況 

 

＜指導課：平成 26 年 5月 1 日現在＞ 

特別支援学級等設置状況 通級指導教室設置状況

小 中 小 中 小 中 小 中 小 中 小 中

20年度 47 19 107 45 546 230 20年度 6 1 10 1 126 3

23年度 60 29 128 61 674 305 23年度 10 1 16 1 197 4

26年度 78 33 147 67 688 367 26年度 10 2 29 2 311 32

設置校 学級数 児童・生徒数設置校 学級数 児童・生徒数

図表 19 日本語指導が必要な外国人児童生徒の人数 

 

＜指導課：平成 26 年 5月 1 日現在＞ 

学校数 児童生徒数
合計 合計

20年度 53 203 25 84 78 287

22年度 64 203 29 65 93 268

24年度 50 130 19 45 69 175

26年度 56 181 32 69 88 250

小学校数 児童数 中学校数 生徒数年度
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不登校児童生徒への支援充実 

教育相談の件数は、増加傾向にあり、特に小学生に関する相談が増えています。この現状

に対して、スクールソーシャルワーカー＊や全中学校及び拠点小学校６校に配置されたスクー

ルカウンセラー＊が大きな役割を担っていますが、相談内容は多様化しており、必要とするす

べての子どもが適切な相談が受けられるような環境整備が求められています。 

今後も、教育相談体制の充実を図り、相談者が関係機関を活用しやすい環境をつくること

や、不登校児童生徒＊が自分の居場所をみつけられるような適応指導教室＊等での支援を充実

していくことが必要になるとともに、これまで以上に、不登校を生まない「未然防止」に対

策の重点を置いていく必要があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 20 教育相談実施状況の経年変化（延べ相談件数） 

 

＜指導課・教育センター＞ 

電話相談 就学前 小学生 中学生 高校生 在宅 教職員 合計

20年度 15 769 1,738 83 25 728 3,358

23年度 27 882 1,333 119 8 1,273 3,642

26年度 12 987 1,231 78 5 1,733 4,046

来所相談 就学前 小学生 中学生 高校生 在宅 教職員 合計

20年度 21 1,430 12,950 83 4 86 14,574

23年度 29 1,529 10,451 107 0 121 12,237

26年度 ＊０ 1,389 9,633 202 0 383 11,607

＊平成24年度から、幼児教育支援事業が廃止された。

家庭訪問相談員 合計

20年度 54

23年度 74

26年度 78

スクール
カウンセラー

児童生徒 保護者
児童生徒と

保護者
教職員 合計

20年度 8,306 1,889 674 7,504 18,373

23年度 7,692 2,123 884 9,216 19,915

26年度 6,825 2,214 1,157 10,469 20,665

9 22 43

7 19 52

小学１～３年 小学４～６年 中学生

1 13 40
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Ⅷ 学校・家庭・地域・行政が一体となって、子どもの成長をサポートする 

 

 本市では長年にわたり、青少年育成委員会による児童生徒の健全育成に向けた取組みや、

地域住民による放課後子ども教室＊での体験活動、学校セーフティウォッチャー＊による登下

校の見守り活動など、学校を中心に保護者や地域の方々による様々なボランティア活動が展

開されています。しかしながら、活動目的への共通理解や相互間の連携が不足した地域など

では、必ずしも効果的な取組みに至っておらず、結果的に教職員や保護者、地域住民の負担

感につながるなどの課題も生じています。 

 また、モデル地域において「学校地域支援本部」を設置し、様々な取組みを実施する中で、

学校教育の充実や生涯学習社会の実現、地域の教育力の向上といった成果が見られます。 

 このような現状とこれまでの取組みの成果を踏まえ、学校という地域の拠点を中心に学

校・家庭・地域・行政が一体となって、地域社会全体で子どもを育て、活力あるコミュニテ

ィを形成していくことが必要です。 

 

 先の東日本大震災においては、被災地において学校と地域住民が日頃から連携した取組み

を進めている地域では避難所運営が円滑に進められるなど、日頃からの地域コミュニティと

のつながりや支えあいの重要性が再認識されたところです。 

 自然災害や子どもを取り巻く事件・事故等から児童生徒の安全を守るために、防災及び防

犯教育等を通して、自ら考え判断し行動する力を育成するとともに、保護者・地域・学校・

警察等関係機関が連携を深め、子どもの安全・安心を守るために地域社会全体で取り組んで

いくことが必要です。 

  

 意見聴取において、地域からは「親が道徳や規範意識を学校に押し付けている」「保護者の

子どもや教育に対する関心が低い」といった厳しい意見があった一方で、「地域と保護者が協

働する場が進んでいる」「最初のきっかけがあれば、保護者も地域も積極的になる」といった

声も聞かれました。また、保護者からは「より一層地域の協力を得たい」「地域の係わりが多

く安心」といった声も聞かれました。そして、地域と保護者の両者から「つながりを持つき

っかけがない」「話をする機会や情報がない」といった声が聞かれました。保護者も地域も「健

やかな子どもの成長」といった共通の願いを持っており、様々な思いを結びつける機会を創

出し、学校・家庭・地域・行政が相互理解と信頼関係のもとに、地域とともにある学校づく

りを進めることが必要です。 

  

 世代や立場などが異なる様々な人が集まる地域コミュニティを、子どもの成長の場とする

とともに、子どもを支える活動が人と人や、人と地域の絆づくりとコミュニティの活性化に

つながるような好循環を生み出す場としていくことが必要です。 
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  各論の見方 

 

１ 全体構成 

 各論は７つの「施策展開の方向性」、１４の「施策」で構成し、施策ごとに「施策の方針」

と「成果指標」及び個別具体の事業からなる「アクションプラン」を掲載しています。 

 

 

1 確かな学力を育てる 

 

 1-1 主体的に学ぶ力の向上 

 

 

２ 成果指標 

 施策を推進するための目的・目標 

・ 様々な取組みによって、児童生徒や保護者・市民の実感や効果・成果を示します。 

・ 平成 27 年度末現状値を基準に、平成 30 年度末中間目標値及び平成 33 年度末最終目標

値を設定し、各年度の進捗管理を行います。 

 

３ アクションプラン 

 目標を実現するための手段として、個別具体の事業一覧 

【凡例】 

 

№1 ○○○○教育の推進  （所管課） 【拡充】 

 質の高い○○○○教育に取り組むため、□□教材を作成し教育内容の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

□□教材の活用 検討 △△研究会設置 ○○教材作成・活用 

 

 

 

４ 表記について 

①区分：３分類で表記しています。 

 「新規」 第２次学校教育推進計画で新たに取り組む事業 

 「拡充」 第２次学校教育推進計画で、取組みの量や内容を増やす事業 

 「継続」 事業規模・内容はこれまでと変わらないが、引き続き取り組む重要な事業 

②所管課：平成２７年４月１日時点 

③再掲：複数の施策に該当する事業 

 主たる施策以外の施策に掲載する場合に表記しています。 

 ただし、原則として同じ「施策展開の方向性」のなかでは再掲していません。 

 また、「７ 地域社会全体で子どもの成長を支える」については、事業を再掲していません。 

  

○施策展開の方向性 

○事業名 

○施策 

○区分 

○【新規】【拡充】事業は、目標事業量を設定 

○計画期間中の事業展開 
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1 確かな学力を育てる 

 

 1-1 主体的に学ぶ力の向上 

 

 

 施策の方針  

 

 変化の激しい社会を生き抜く力の育成に向けて、一人ひとりに基礎的・基本的な知識・技

能の確実な定着と学ぶ意欲の向上を図ります。 

 

 課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等や、主体的に学習に取り組む態度

を身に付けさせます。 

 

 自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究する学習を充実させるととも

に、学習評価の工夫を図ります。 

 

 確かな学力を効果的に育成するため、言語活動の充実、グループ学習、ＩＣＴ＊の積極的

な活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善により、協働型・双方向型の授業を

推進します。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

1 
学校の勉強が好きだと

思う児童生徒の割合 

小 3：86.8％ 

（26 年度末） 
87.0％ 88.0％ 

小 5：77.3％ 

（26 年度末） 
78.0％ 80.0％ 

中 2：53.0％ 

（26 年度末） 
54.0％ 56.0％ 

千葉市学力状況調査 

2 

全国学力・学習状況調査

における全国平均正答

率との比較 

小 6：+1.8 +2.0 +2.5 

中 3：+1.9 +2.0 +2.5 

全国学力・学習状況調査 
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 アクションプラン  

 

№1 「わかる授業」の推進  （指導課・教育センター） 【拡充】 

 小・中・高等学校までを通じて、課題解決に向けた主体的・協働的で、能動的な学び（アクティブ・

ラーニング＊）へと授業の一層の展開を進めるために、時代の変化に応じた教育内容や授業形態の研

究を進め、教職員の指導力及び教育の質の向上を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

授業改善の推進 
教科等主任研修会 

研修講座 

事例集作成 

授業映像作成 

授業づくり講座 

指導事例の充実 

 

 

№2 学力状況調査の実施と活用  （教育センター・指導課） 【拡充】 

 全国学力・学習状況調査や本市独自の学力状況調査のデータを分析することで、児童生徒の学習状

況を把握するとともに、学習指導上の課題や改善点を明らかにし、各学校の実情に応じた指導の工

夫・改善に取り組みます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

データ活用の具現化 分析方法の見直し 
各学校でアクション

プラン作成 
継続 

 

 

№3 指導資料の活用  （指導課） 【継続】 

 学力調査の結果分析や学校訪問、各種研修会等において、学習指導や学校経営等の課題を把握し、

具体的な改善の指針を示した千葉市学校教育の課題「21 世紀を拓く」を、全教職員に配付・活用す

ることで「わかる授業・楽しい教室・夢広がる学校づくり」の推進を図ります。 

 

 

№4 多様な外部人材を活用した学校支援  （指導課） 【継続】 

 円滑な学校運営を進め、児童生徒の学力の定着を図るために、退職教員をはじめとする多種多様な

専門性を備えた人材を幅広く確保する「ＮＰＯ＊ちば教育夢工房」を活用し、学校が必要とする人材

の配置を進めます。 

 

 

№5 情報活用能力の育成  （教育センター・指導課） 【拡充】 

 これからの社会で求められる情報活用能力＊を育成するため、各学校段階を通じて、情報の科学的

理解に基づいて、情報を収集・選択する力、情報を整理する力、プレゼンテーション能力などの情報

活用の実践力、情報社会に参画する態度を培う教育を推進します。 

そのために、学習効果の高いＩＣＴ＊の活用方法について研究・実践するとともに、教育の担い手と

なる教職員の能力向上のために研修等の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

ＩＣＴを活用した教育活

動 

タブレットＰＣ・デジ

タル教科書の活用に

関する研究 

研究成果の発信 研修会の実施 
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№6 情報教育機器の整備・充実（教育用）  （教育センター） 【拡充】 

 教育活動の様々な場面でＩＣＴ＊を効果的に活用し、教育の質を高め、子どもの確かな学力＊を育成

するため、協働型・双方向型の授業や個々の能力や特性に応じた学習環境の実現に向け、多様な情報

教育機器の整備・充実を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

PC 教室の端末刷新 
106校：20台/校 

6校：40台/校 

全校：40台/校 

（移動型端末） 

全校：40台/校 

（移動型端末） 

タブレット PC の整備 
モデル校 40台 

教育センター 40台 

モデル校 増設 

（6年生 1人 1台） 

モデル校等での成果

を踏まえ、見直し時に

設定 

 

 

再掲 学校図書館の充実  （指導課） 【拡充】 

 児童生徒の探究的な学習や主体的な読書活動＊の推進を図るため、学校図書館の蔵書数を拡充し、

魅力ある学校図書館の整備を進めます。 

 

 

再掲 学校図書館指導員による読書活動の推進  （指導課） 【継続】 

 児童生徒の探究的な学習や主体的な読書活動の推進を図るため、学校図書館指導員＊の効果的な配

置により、学校図書館の機能を充実させます。 

 

 

再掲 放課後子ども教室＊の推進  （生涯学習振興課） 【拡充】 

 小学校の放課後に魅力的な「体験・学び」の機会を充実させるため、これまで培ってきた地域・保

護者を中心とした運営体制に加え、民間企業・大学・ＮＰＯ＊等の参加と協働を進めるとともに、教

育委員会が総合調整を担うことにより、民間等とコーディネーターの連携を促進し、各教室における

地域教育力＊の向上を図り、活動プログラムの充実及び実施日数の増加を図ります。 

 また、本事業は確かな学力＊・豊かな人間性・健やかな体を育てる学校教育に積極的に貢献します。 
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1 確かな学力を育てる 

 

 1-2 未来へ飛躍する力の育成 

 

 施策の方針  

 

 価値観の多様化が進む社会において、高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協

働しながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力の育成に向けて、教育内容の充実

を図ります。 

 

 グローバル社会において、日本や郷土の歴史・文化に対する理解とともに、言語や文化が

異なる人々と互いに尊重し合い、主体的に協働していくことができるように、コミュニケ

ーション能力や英語の語学力を育成します。 

 

 環境や平和などの世界規模の課題を自らのこととして捉え、地域活動など身近なところか

ら取り組み、持続可能な社会づくりの担い手となるよう、一人ひとりを育成する教育を推

進します。 

 

 技術立国日本を支える理系人材の育成に向けて、理数好きな子どもを育てる教育の充実を

図るとともに、意欲と能力のある子どもに対し、様々な学習機会や切磋琢磨する場を提供

していきます。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

3 

自分の考えや意見を発

表することが得意な児

童生徒の割合 

小 6：49.0％ 51.0％ 53.0％ 

中 3：52.5％ 54.0％ 55.0％ 

全国学力・学習状況調査 

4 

中学卒業段階で実用英

語技能検定３級相当以

上の生徒の割合 

44.0％ 

（26 年度末） 
50.0％ 60.0％ 

市教育委員会指導課調べ 
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 アクションプラン  

 

№1 郷土教育の充実  （指導課） 【拡充】 

 郷土に誇りと愛着がもてるよう、本市の文化や歴史、伝統についての郷土教育の推進と充実を図り

ます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

指導内容の充実 

・社会科副読本改訂 

・指導資料改訂 

・千葉氏に関する資 

 料の作成 

小：指導事例の集積 

中：社会科の授業充実 
指導計画の作成 

 

 

№2 異文化理解の促進  （指導課） 【継続】 

 異文化理解を深め、多様性を受容する力を育てるとともに、コミュニケーション能力をはぐぐむた

めに、東京オリンピック・パラリンピックを教材とするなどして、国際交流や国際理解教育の充実を

図ります。 

 

 

№3 小学校英語活動・英語教育の推進  （指導課） 【拡充】 

 児童に豊かな国際感覚を身に付けさせるとともに、異文化理解の推進やコミュニケーション能力を

育成するため、引き続き外国人講師を活用するなどして、外国の文化や生活習慣に親しむ体験的な英

語活動＊と教科型英語教育の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

英語活動・英語教育 ５・６年生 実施 
３・４年生 実施 

５・６年生 実施 

３・４年生 実施 

５・６年生 実施 

 

 

№4 グローバル化＊に向けた英語教育の推進  （指導課） 【拡充】 

 英語コミュニケーション能力の向上のために、全中学校・高等学校に外国人講師を配置し英語教育

の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

外国人講師の派遣 19人 19人 22 人 

 

 

№5 市立高校のグローバルスクール化の推進  （企画課） 【新規】 

 国際的に活躍できるグローバル・リーダーを育成するため、国際理解教育に取り組む市立稲毛高等

学校のスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）＊指定を目指します。その事業実施に必須とされ

る大学連携の構築、及び「課題研究」導入を含む教育課程の編成を行います。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

ＳＧＨ指定 新規指定申請準備 新規指定 継続指定 
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№6 市立高校の理数教育の充実  （企画課） 【拡充】 

 世界で活躍する科学者に必要な柔軟性と高い科学的探究心を養い、国際性と確かな学力＊を身につ

けた生徒を育成するため、市立千葉高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）＊指定の

継続を目指します。その実現のために高大接続＊を強化し、課題研究等の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

ＳＳＨ指定 ＳＳＨ指定 継続指定 継続指定 

 

 

№7 未来の科学者育成プログラム  （生涯学習振興課） 【拡充】 

 科学に高い興味・関心をもつ小中高生対象に、その能力を伸ばすために質の高い学習プログラムを

提供し、市内の大学、研究機関、企業などが有する先端科学技術を体験させることにより、未来の科

学者を目指す意欲を高めます。今後は、小学生を対象とした講座の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

ジュニア講座受講者 50人 80人 100 人 

 

 

№8 環境教育の推進  （指導課） 【継続】 

 環境や環境問題に関心を持ち、人と環境とのかかわりについて理解を深めるとともに、環境保全に

配慮した望ましい働きかけのできる技能や思考力、判断力を身に付け、持続可能な社会の構築を目指

してよりよい環境の創造活動に主体的に参加し、環境へ責任ある行動をとることができる態度を育て

ます。そのために、地域の自然や文化、人々の生活等を教材化するとともに、観察・実験・調査・見

学等の体験的な学習を進めます。 

 

 

再掲 社会ニーズに応じたキャリア教育の推進（指導課・企画課・経済企画課）【拡充】 

 社会的・職業的自立に向けて必要な意欲・態度や能力を育てるため、児童生徒の発達段階に応じ、

一人ひとりが自己の進路・将来を主体的に考える小・中・高等学校を一貫した体系的・系統的なキャ

リア教育＊を実践します。 

 特に、産業界など社会のニーズを捉える仕組みを確立し、これからの時代に求められる人物像や資

質・能力の育成を図ります。 
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２ 豊かな人間性を育てる 

 

 2-1 豊かな心の育成 

 

 施策の方針  

 

 他者、社会、自然・環境と関わり、自らを律しつつ共に生きる力、主体的に判断し、適切

に行動する力、弱い立場の人間を支える力などを持つ子どもの育成に向けて、道徳教育を

中心とした取組みを推進します。 

 

 自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、自己有用感＊や規範意識などを高め、社会

性を備えた豊かな心をはぐくむために、学校内外での様々な体験活動やボランティア活動

を進めます。 

 

 豊かな情操をはぐくむために、読書活動のさらなる充実を図るとともに、文化芸術やスポ

ーツなどの魅力に触れる機会を創出します。 

 

 多様な価値観・生き方が存在する成熟社会において、規範意識や公共の精神を前提とし、

多様性を受容しながら相互に学び合い、支えあい、高め合うことのできる心を培います。 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

5 

人の気持ちが分かる人

間になりたいと強く思

う児童生徒の割合 

小６：70.7％ 75.0％ 80.0％ 

中３：75.7％ 80.0％ 85.0％ 

全国学力・学習状況調査 

6 

人の役に立つ人間にな

りたいと強く思う児童

生徒の割合 

小６：71.1％ 75.0％ 80.0％ 

中３：72.4％ 75.0％ 80.0％ 

全国学力・学習状況調査 

7 
読書習慣のある児童生

徒の割合 

小 3：49.5％ 

（26 年度末） 
52.0% 55.0% 

小 5：45.2％ 

（26 年度末） 
49.0% 52.5% 

中 2：46.9％ 

（26 年度末） 
49.0% 52.5％ 

千葉市学力状況調査 
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 アクションプラン  

 

№1 道徳教育の充実  （指導課） 【拡充】 

 よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために、道徳科を要とした学校教育活動全体を通し

て、自律、協調、思いやりなどの心をもつ児童生徒の育成を図ります。 

 また、学習指導要領＊一部改訂にともない教科化が見込まれていることから、教材の活用や指導方

法の工夫、評価方法などについて検討し、本市の児童生徒に適した授業を推進します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

「道徳の授業」の充実 
・副読本の活用 

・評価方法の検討 

・学習指導要領の一部 

 改訂に合わせ実施 

・教科書の活用 

学習指導要領の改訂

に合わせ実施 

 

 

№2 学校図書館の充実  （指導課） 【拡充】 

 児童生徒の探究的な学習や主体的な読書活動＊の推進を図るため、学校図書館の蔵書数を拡充し、

魅力ある学校図書館の整備を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

蔵書の充実 

（学校図書館標準未達成

校の改善） 

未達成校の平均蔵書

率＊85.8％ 

未達成校の平均蔵書

率 88.0％ 

未達成校の平均蔵書

率 90.0％ 

 

 

№3 学校図書館指導員による読書活動の推進  （指導課） 【継続】 

 児童生徒の探究的な学習や主体的な読書活動の推進を図るため、学校図書館指導員＊の効果的な配

置により、学校図書館の機能を充実させます。 

 

№4 学校部活動の活性化  （保健体育課・指導課） 【継続】 

 スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、忍耐力、連帯感の涵養、互いに

協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係を形成するために、部活動の活性化を図ります。 

 また、生徒減少時代や小規模校＊における部活動のあり方の検討、関係機関と連携しスポーツ医・

科学等を取り入れた運動部活動指導体制の構築などに取り組みます。 

 

№5 音楽、図画工作、美術の充実  （指導課） 【継続】 

 児童生徒一人ひとりの感性や表現力等の育成に向けて、日常の教科活動の中で、基礎的な能力を伸

ばすとともに、音楽や図工美術を愛好する心情をはぐくむために、学校内外における鑑賞活動や発表

活動を推進します。 

 

№6 ボランティア教育の推進  （指導課） 【継続】 

 社会性を備え、誰もが住みやすいまちづくりの実現に貢献できる児童生徒を育成するために、東京

オリンピック・パラリンピックに向けた、ボランティア活動の社会的機運の高まりを貴重な機会と捉

え、学校内外でのボランティア活動や体験活動等取組みを進めます。  



 44 

２ 豊かな人間性を育てる 

 

 2-2 社会的自立に向けた強い心の育成 

 

 施策の方針  

 

 将来の夢や目標に向かって積極的にチャレンジする精神や、強い意志を持ってものごとを

最後までやり遂げる力を培うために、体験活動の充実を図ります。 

 

 自己の進路・将来を主体的に考えることができる力を育成する指導の充実を図るとともに、

社会的・職業的自立を目指し、児童生徒一人ひとりのキャリア発達＊を促す教育活動の充

実を図ります。 

 

 社会の形成者たる主権者として、社会で自立するための基礎的な能力や態度の育成に資す

る取組みを推進し、社会参画意識や公共の精神などをはぐくみます。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

8 
将来の夢や目標を持っ

ている児童生徒の割合 

小 6：87.3％ 88.0％ 90.0％ 

中 3：71.3％ 75.0％ 78.0％ 

全国学力・学習状況調査 

9 

難しいことでも、失敗を

恐れないで挑戦してい

る児童生徒の割合 

小 6：74.8％ 76.0% 77.0％ 

中 3：70.2％ 71.0％ 73.0％ 

全国学力・学習状況調査 

10 

地域や社会をよくする

ために、何をすべきかを

考えることがある児童

生徒の割合 

小 6：46.1％ 47.0％ 48.0％ 

中 3：32.3％ 33.0％ 35.0％ 

全国学力・学習状況調査 
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 計画事業  

 

№1 社会ニーズに応じたキャリア教育の推進（指導課・企画課・経済企画課）【拡充】 

 社会的・職業的自立に向けて必要な意欲・態度や能力を育てるため、児童生徒の発達段階に応じ、

一人ひとりが自己の進路・将来を主体的に考える小・中・高等学校を一貫した体系的・系統的なキャ

リア教育＊を実践します。 

 特に、産業界など社会のニーズを捉える仕組みを確立し、これからの時代に求められる人物像や資

質・能力の育成を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

支援体制の構築 検討 
協議会の設置 

指針策定 

産学官連携事業の展

開 

教育内容の充実 指導計画の検討 
教師用ガイドブック 

作成 
学習活動の展開 

 

 

 

 

 

 

 

№2 移動教室の実施  （指導課） 【継続】 

 小学５年生を対象に、宿泊体験を行い、人や自然とのかかわりを通して、自律的な態度や社会性、

思いやりの心をはぐくむため、移動教室を実施します。 

 

 

№3 農山村留学の実施  （指導課） 【継続】 

 小学６年生を対象に、農山村留学を実施し、農林業体験活動や多くの人たちと交流等を通して、自

主性・社会性を養います。 

 

 

№4 自然教室の実施  （保健体育課） 【継続】 

 中学２年生を対象に、集団生活のきまりや社会生活上のルールを身に付けるとともに調和のとれた

心身の健全育成を図るために、豊かな自然環境の下で、自治的な集団生活を行いながら、自然を活か

した様々な体験活動を実施します。 

 

 

  

体系的な宿泊体験活動 
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№5 子ども議会  （指導課） 【継続】 

 小・中・高・特別支援学校の児童生徒を対象に、子ども目線での意見を市政に反映させるために、

市政に対する提言を幅広く募り、議会形式で、市長等との意見交換を行います。 

また、市の現状と課題について話し合い、「市民一人ひとりがいきいきと幸せに暮らせるまちづく

り」に向けた具体的な提案・質問を行う中で、千葉市民としての意識の向上を図ります。 

 

 

№6 小中学生に向けた社会参画意識の育成  （選挙管理委員会・指導課） 【拡充】 

 将来を担う子どもに、社会の一員としての自覚を促し、選挙の意義の理解を促進するため、小・中

学校の児童・生徒会役員選挙などに選挙器材を貸し出すとともに、小学校における模擬選挙を推進し

ます。 

取組項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

小学校模擬選挙 16校 18校 18 校 

 

 

№7 生徒会交流会  （指導課） 【継続】 

 中学校における生徒会活動を充実・発展させるため、各学校の特色ある生徒会活動や運営上の課題

などを情報交換します。 

 

 

№8 高校生に向けた社会参画意識の育成  （選挙管理委員会・企画課） 【拡充】 

 選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことを踏まえ、副教材を活用した授業や出前授業等を通

して、政治や選挙制度に関する理解を図るとともに、実際の選挙事務に高校生が従事する事業を通し

て高校生の政治的教養を育成します。 

 また、模擬選挙等の実践的な活動を通じて高校生の社会参画意識を育成します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

政治的教養の育成 

・副読本等を活用した

授業の実施 

・選挙事務従事の実施 

・年間指導計画の位置付

け 

・選挙事務従事の拡充 

・授業の継続 

・選挙事務従事の継続 

 

 

№9 こども・若者の力ワークショップ  （こども企画課） 【継続】 

 子どもが、自分たちを取り巻く身近な課題などについて深く考え、意見交換することで、自分が住

むまちや社会に対する考えを深めること、また、子どもの意見を市政やまちづくりに活かすことを目

的として実施します。 

社会参画意識の育成 
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３ 健やかな体を育てる 

 

 3-1 心身の健康の保持増進 

 

 施策の方針  

 

 生涯にわたって自ら健康で安全な生活を営む力の育成に向けて、病気やけがの予防、心の

健康、薬物乱用などに関する正しい知識の習得をはじめとする学校保健の充実とともに、

家庭との連携を図り、適切な生活習慣の確立を図ります。 

 

 本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食に

対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食育＊を推進します。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

11 
朝食を必ず食べる児童

生徒の割合 

小：90.8％ 98.0％ 100％ 

中：87.6％ 95.0％ 100％ 

千葉市教育委員会保健体育課調べ 

12 

１２歳児（中学１年生）

でのむし歯のない生徒

の割合 

66.5％ 

（26 年度末） 
70.0％ 75.0％ 

千葉市学校保健統計 
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 アクションプラン  

 

№1 健康教育の充実  （保健体育課） 【拡充】 

 児童生徒が自分の健康について興味を持ち、学習したことを活用して、生涯を通じて健康を保持増

進できる基礎をつくるため、生活習慣病、熱中症予防、危険ドラッグ、メンタルヘルス＊など、子ど

もを取り巻く環境や社会の変化に応じて、常に教育内容の更新を図るとともに、特別活動、総合的な

学習の時間の充実や関係機関と連携した様々な取組みの実践により、健康教育＊の充実を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

リーフレット配布 検討 作成 改訂 

 

 

№2 歯と口の健康づくりの推進  （保健体育課） 【拡充】 

 児童生徒が自分の歯と口に関心をもち、生涯を通して歯と口の健康づくりを実践していく基礎をつ

くるために、歯科専門職による口腔衛生指導及び正しい知識の普及啓発などの取組みを実施します。 

 なお、事業効果をより高めるために、蓄積されたデータを多角的に分析し活用したり、提示資料や

指導内容を見直したりすることで、啓発方法の改善を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

啓発方法等の改善 ― 

・各種データ分析 

・ワーキンググループ 

 より提言 

改善された啓発方法

の実施 

 

 

№3 学校給食・食育の充実  （保健体育課） 【継続】 

 児童生徒が「食」に関する正しい知識と選択する力を養い、望ましい食習慣を身に着けられるよう、

栄養教諭や学校栄養職員が中心となり、学校給食を「生きた教材」として活用する取組み、各教科で

の食育＊の視点を取り入れた指導とともに、家庭での食事と関連した取組みや地域の特性を取り入れ

るなど、多方面からの食育を推進します。 

 

 

№4 こてはし学校給食センターの再整備  （保健体育課） 【継続】 

 安全安心で魅力ある学校給食を提供するため、老朽化が進んだ「若葉学校給食センター」に代わる

施設として、「こてはし学校給食センター」の再整備を行い、平成２９年度に供用を開始します。 
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３ 健やかな体を育てる 

 

 3-2 体力の向上 

 

 施策の方針  

 

 スポーツの魅力や楽しさを感じる機会を創出することにより、生涯を通じて運動に親しむ

ための基礎を培うとともに、自ら積極的に心身の健康と体力の向上を図る資質や能力をは

ぐくみます。 

 

 本市の子どもの体力が全国平均以上の傾向を維持し、さらに向上するように、学校行事や

運動部活動を含めた教育活動全体を通じて、学校体育の充実を図ります。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

13 

体力・運動能力調査にお

いて、各学年・男女別・

種目で全国平均を上回

る割合 

小男子：95.8％ 

（26 年度末） 
97.9％ 100％ 

小女子：95.8% 

（26 年度末） 
97.9% 100% 

中男子：58.3％ 

（26 年度末） 
6６.６％ 75.0％ 

中女子：83.3％ 

（26 年度末） 
87.5％ 91.6％ 

体力・運動能力調査＊ 

14 
１週間の総運動時間が

60 分以上の割合 

小５男子：94.5％ 

（26 年度末） 
95.4％ 96.5％ 

小５女子：88.6% 

（26 年度末） 
90.8% 93.5% 

中２男子：92.3％ 

（26 年度末） 
92.7％ 93.4％ 

中２女子：78.2％ 

（26 年度末） 
79.4％ 82.3％ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査＊ 
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 アクションプラン  

 

№1 運動習慣を身に付けるための取組み  （保健体育課） 【拡充】 

 オリンピック・パラリンピック東京大会開催を機に、児童生徒の運動への関心を高め、自ら運動す

る態度を育てるため、身近なスポーツイベントや試合観戦等への参加に向けて周知・啓発活動を進め

るとともに、運動習慣定着に向けた効果的な対応策を検討し実施していきます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

運動習慣定着に向けた取

組み 

各学校で独自の取組

み実施 

・ワーキンググループ 

 設置・検討 

・モデル実施 

全校実施 

 

 

№2 アスリート交流事業  （保健体育課） 【拡充】 

 国内外で活躍するアスリートとの交流を通して、運動することの楽しさや素晴らしさを実感・体感

できる各種事業を推進します。 

 特に、車椅子スポーツが盛んな土壌を活かした交流に取組み、記録やタイトルに挑戦するアスリー

トの姿から、夢に向かって努力し困難に立ち向かう意欲を培うとともに、スポーツの素晴らしさを認

識できるような取組みを進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

小学校における障害者ア

スリートとの交流 
実施率：6％ 延べ実施率：50％ 延べ実施率：100％ 

千葉ロッテマリーンズ 

ベースボールチャレンジ 
年間：20校 年間：23校 年間：26校 

ジェフユナイテッド市

原・千葉おとどけ隊 
年間：93校 年間：94校 年間：95校 

 

 

№3 体力・運動能力調査、県運動能力証、市運動能力検定の実施 （保健体育課） 【継続】 

 児童生徒の体力の実態を捉え、体力向上を目指すために、体力・運動能力調査＊、県運動能力証＊、

市運動能力検定＊を実施するとともに、結果の分析を踏まえ、各学校の実情や児童生徒一人ひとりに

応じた、支援の充実を図ります。 

 

 

№4 小学校各種体育大会の開催  （保健体育課） 【継続】 

 児童の表現運動・陸上運動・ボール運動に対する興味・関心及び技能を高めるとともに、心身の健

全な発達と児童相互の望ましい人間関係の育成を図るために、小学校各種体育大会の開催事業を推進

します。 

 

 

№5 中学校運動部活動指導者の派遣  （保健体育課） 【継続】 

 中学校の運動部活動を通して、スポーツに親しむ資質や能力を育て、体力の向上や健康の増進を図

るため、専門的な指導力を備えた指導者を必要とする学校に対し、民間指導者を派遣します。  
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４ 子どもの学びを支える環境を整える 

 

 4-1 安全・安心な教育環境の確保 

 

 施策の方針  

 

 子どもの学習・生活の場として 安全で安心な環境でありつづけるために、学校施設・

設備の一層の充実を図るとともに、地域の避難場所であるという側面も考慮し、安全に

配慮した防災機能の強化を進めます。 

 

 安全・安心な学校づくりに向けて、登下校時の安全管理や事故、災害、不審者の発生等

の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関との連携・

協働をより一層高めます。 

 

 危険に際して自らの安全を守り抜くための「主体的に行動する力」を育成するとともに、

共助・公助の視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるため、学校安全

に関する教育の充実を図ります。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

15 

学校での子どもの安全

が守られていると感じ

ている市民の割合 

61.7％ 

（26 年度末） 

63.0％ 

（Ｈ29 年度末） 
65.0％ 

市民 1万人アンケート 

16 
学校セーフティウォチ

ャーの登録者数 

26,855人 

（26 年度末） 
30,000人 30,000人 

市教育委員会学事課調べ 

 

  



 53 

 アクションプラン  

 

№1 学校施設の環境整備（老朽化対策）  （学校施設課） 【拡充】 

 安心・安全な教育環境を確保するために、経年劣化による建物本体の劣化消耗や設備の機能不全を

生じさせることのないよう、更新時期（期間）に沿った計画的な保全改修を行い、学校施設の長寿命

化を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

外壁改修 11.3％ 31.3％ 44.7％ 

大規模改修 ― 3.3％ 20.4％ 

 

 

№2 学校防犯対策の推進  （学事課） 【拡充】 

 学校敷地内への侵入被害が多数発生していることから、被害を未然に防ぐため、学校に防犯カメラ

システムを設置するほか、刺す股等の防犯用品を配布し、学校の安全安心を推進します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

学校防犯カメラシステム

の設置 
設置率 37.4％ 設置率 56.1％ 設置率 100％ 

 

 

№3 学校セーフティウォッチの推進  （学事課） 【継続】 

 児童生徒の安全確保を図るため、学校セーフティウォッチャー＊による見守り活動を支援するとと

もに、地域ぐるみの学校安全体制整備を推進します。 

 なお、少子化や高齢化などにより将来的な従事者の確保に課題もあることから、表彰制度の導入な

どにより継続的に活動が可能な地域協力者の確保及び世代交代に取り組んでいきます。 

 

 

№4 こども１１０番のいえ  （健全育成課） 【継続】 

 児童・生徒の安全を確保するため、地域住民に、緊急避難場所として「こども１１０ 番のいえ」

の登録を依頼し、プレートを掲示してもらうことで、地域ぐるみで子どもの安全を守ります。 

 

 

№5 学校安全に関する教育の充実  （保健体育課） 【拡充】 

 自ら安全を確保し、命を守る意識と行動力を高めるために環境や学校の実態に応じた避難訓練等を

実施するとともに、共助＊・公助＊の視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるための

教育内容の充実を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

小中学校におけるブライ

ンド型避難訓練＊の実施 
実施率 63.0％ 実施率 72.0％ 実施率 80.0％ 
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４ 子どもの学びを支える環境を整える 

 

 4-2 魅力ある学校づくりの推進 

 

 施策の方針  

 

 良好で質の高い学びを実現する教育環境を目指し、児童生徒が日常の大半を過ごす学校

施設の環境整備や教材・教具等の充実を進めます。 

 

 少子化の進展に伴い、本市においても小・中学校ともに本格的な児童生徒の減少時代を

迎えるにあたり、良好な教育環境を整え、教育の質の向上を図るために、学校規模の適

正化に取り組むとともに、規模に応じた適切な支援を進めます。 

 

 子どもの成長に応じた質の高い学びに向けて、幼保・小・中・高と各学校段階間の円滑

な連携・接続を推進するとともに、学びの連続性を重視した体系的な教育を進めます。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

17 

こどもが、学校でいきい

きと学び、心身ともに健

やかに成長していると

感じる市民の割合 

77.4％ 

（26 年度末） 

7８.0％ 

（29 年度末） 
８０.０％ 

市民 1万人アンケート 
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 アクションプラン  

 

№1 学校施設の環境整備（質的整備）  （学校施設課） 【拡充】 

 学校施設の質的改造のため、トイレのドライ化＊と洋便化を推進します。また、教育環境の一層の

充実を図るため、近隣への配慮から窓を閉め切りにして授業や部活動を行わなければならない小中学

校の音楽室のほか、特別支援学級＊や特別支援学校＊に優先的にエアコンを整備します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

トイレ改修 ― 34.4％ 66.6％ 

音楽室等エアコン整備 ― 

小学校 64.3％ 

中学校 100％ 

特別支援学校 100％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

特別支援学校 100％ 

 

 

№2 学校適正配置の推進  （企画課） 【拡充】 

 児童生徒のよりよい教育環境を整備し、教育の質を充実させるため、学校適正配置を推進するとと

もに、新たな実施方針を策定し、学校規模の適正化を図るとともに、規模に応じた支援のあり方につ

いて検討を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

適正配置の推進 

・１地区の協議継続 

・花見川統合小開校準

備（Ｈ29開校） 

・花見川統合小開校

（Ｈ29） 
見直し時に設定 

学校適正配置実施方針の

見直し 
準備・検討 

第３次学校適正配置

実施方針策定 

第３次学校適正配置

実施方針の運用 

 

 

№3 学校適正配置に伴う施設改修  （学校施設課） 【拡充】 

 児童・生徒のよりよい教育環境を整備し、教育の質を充実させるため、機能的に新設校と同等程度

となるよう、統合校の施設・設備の整備を行います。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

統合に伴う施設改修 10校 14校 見直し時に設定 

（適正配置の状況に

連動） 跡施設解体・整備 2校 5校 
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№4 幼保小連携・接続＊の推進  （指導課・保育支援課・保育運営課） 【継続】 

 子どもの発達や学びの連続性・一貫性を確保するため、各区の推進指定校を中心としたモデル事業

の実施により、幼稚園、保育所、認定こども園＊と小学校における連携を進めるとともに、接続期に

おけるモデルカリキュラムの策定・普及促進等により、幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な

接続と体系的な教育に取り組みます。 

 

 

№5 小中一貫教育の推進  （指導課） 【拡充】 

 子どもの発達状況の変化や教育内容の充実に対応するため、小中の教育課程を中心とした「学びの

連続性」を確保し、学力の向上やいわゆる「中一ギャップ」の解消など、より高い教育効果の実現に

向けた研究を進め小中一貫教育＊を実践します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

小中一貫教育のモデル事

業 

研究指定校 

 （小中連携） 

研究指定 

 （小中一貫） 

小中一貫教育モデル 

校の設置 

 

 

№6 中高連携教育の推進  （企画課） 【継続】 

 より質の高い教育に向けて、市立千葉高等学校・稲毛高等学校における高度な理数教育や国際理解

教育等の成果を中学校教育に活かす取組みを進めます。 

 また、真の国際人の育成に向けて、中高一貫教育＊校である市立稲毛高等学校・附属中学校におけ

る系統的なカリキュラムに基づく教育の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保・小・中・高の連携の推進 
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５ 信頼される教職員が子どもと向き合う環境を整える 

 

 5-1 教職員の資質・指導力の向上 

 

 施策の方針  

 

 より質の高い教育実践を通して、家庭や地域からより信頼される学校づくりの構築に向け、

非常勤講師等の多様な人材を含め、幅広く意欲・資質のある教職員を計画的に採用します。 

また、教員養成大学や教職大学院＊と連携し、より教育実践力を身につけた学生の育成を

支援します。 

 

 教職員一人ひとりの資質・能力を総合的に向上させるために、経験年数等に応じた体系的

な研修や教育的ニーズに即した研修などに取り組むとともに、特に経験年数の短い若手教

員の育成と支援を進めます。 

 

 学校教育は教職員と児童生徒の人格的な触れ合いを通じて行われるものであることから、

教職員の心身の健康維持やモチベーションを維持向上させ、その能力を十分に活かせるよ

う、適切な人事管理等を進めます。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

18 
学校の勉強がよくわか

る児童生徒の割合 

小 3：90.6％ 

（26 年度末） 
91.0％ 92.0％ 

小 5：86.7％ 

（26 年度末） 
88.0％ 90.0％ 

中 2：68.4％ 

（26 年度末） 
72.0％ 75.0％ 

千葉市学力状況調査 
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 アクションプラン  

 

№1 教職員研修の充実  （教育センター・指導課） 【拡充】 

 教職員のキャリアに応じた研修を実施するとともに、急増する若手教職員を重点対象とした授業

力・学級経営力向上のための研修や、道徳や英語の教科化に向けた計画的な研修の充実を図ります。 

 また、自主的に受講する専門研修＊について、教育的ニーズや社会の変化に即した内容の充実・高

度化を推進します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

若手教職員向け研修 検討・企画 実施 実施 

学習指導要領＊改訂に対応

する研修 

検討・企画 

（小学校英語・道徳） 

学習指導要領改訂に

合わせて実施 

学習指導要領改訂に

合わせて実施 

 

 

№2 特別支援教育研修の充実  （養護教育センター） 【拡充】 

 教職員を対象に特別支援教育＊を実践していく上の諸問題の解決に役立つ研修を実践し、専門職と

しての資質と指導力の向上を図るとともに、公開講座を通して、教職員及び市民への特別支援教育に

対する理解の促進を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

特別支援教育研修の実施 受講者数：1,527人 受講者数：1,670人 受講者数：1,820人 

 

 

№3 小・中学校研究学校の指定  （指導課） 【継続】 

 教育課題の解明や学習指導の改善に向けて、小学校１２校、中学校７校の研究指定校が研究に取組

み、その成果を報告会等で伝え、研修の充実を図ります。 

 

 

№4 学校訪問指導の実施  （指導課） 【継続】 

 訪問指導を通してわかる授業の推進に向けて適切な指導、助言を行い、各学校の校内研究を推進し

ます。 

 

 

№5 現場研究員制度を活用したミドルリーダーの育成  （指導課） 【継続】 

 学校現場で中核となる中堅職員の資質・力量向上のために、教科・領域ごとの実践的研究を行う現

場研究員制度＊を継続して実施するとともに、その研究成果を本市学校教育及び校内研修の充実・向

上につなげます。 

 

 

№6 教職員ヘルシーシステム＊の充実  （教職員課・保健体育課） 【継続】 

 精神疾患による教職員の長期休職を未然に防止するとともに、教職員のメンタルヘルス＊向上を図

るために、教職員メンタルヘルス研修や学校の巡回訪問、メンタルヘルスチェックの充実、教職員の

勤務負担軽減などに取り組みます。  
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５ 信頼される教職員が子どもと向き合う環境を整える 

 

 5-2 「チーム学校」の実現 

 

 施策の方針  

 

 教員とそれを支える多様な人材が連携し、チームとして学校運営に取り組む体制を着実に

整えることにより、教員の負担軽減を図り、教員が授業を中心とする教育活動に専念し、

子どもと向き合う時間を十分に確保できるようにします。 

 

 学校の教育力・組織力を向上させるため、多様な専門スタッフの配置を進めるとともに、

教職員一人ひとりの能力を活かすための適切な役割分担や、学校のマネジメント機能の

強化などを進めます。 

 

 学校教育活動の様々な場面で、多様な経験や専門性を持った地域住民をはじめとする外部

人材の活用を進め、地域や行政が学校運営を支える体制の強化を図ります。 

 

 平成２９年度に行われる県費負担教職員の給与負担等の権限移譲について、円滑な移行に

向けた制度設計を実施するとともに、この機会を捉え、本市独自の学校教育・学校運営体

制により、教育目標の実現に向けた取組みを進めます。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

19 

様々な取組みが、子ども

と向き合う時間の確保

に有効であったと感じ

る教員の割合 

70.8％ 

（26 年度末 参考値） 
85.0％ 95.0％ 

千葉市教育委員会教職員課調べ 
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 アクションプラン  

 

№1 「チーム学校」推進委員会による改革推進  （教職員課） 【新規】 

 千葉市らしい「チーム学校」＊の実現に向け、専門性に基づくチーム体制の構築、学校のマネジメ

ント機能の強化、教職員一人ひとりが持っている力を発揮できる環境整備などについて、方向性を示

すとともに様々な施策の相互調整を図るために、組織横断的な推進委員会を設置し、改革を推進しま

す。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

推進委員会 ― 
推進委員会設置 

ビジョン策定 
推進事業の実施 

 

 

№2 学校現場における業務改善の推進  （総務課・教職員課） 【拡充】 

 教員が子どもと向き合う時間を確保し、教職員一人ひとりが持っている力を高め、発揮できる環境

を整えていくために、教員の業務を見直し、教員と事務職員や専門スタッフ等が連携・分担して校務

を担うなど、学校現場における業務改善に対する支援を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

業務改善 

・「勤務負担軽減検討 

 会」の提言を実践 

・業務改善検討会設置 

業務改善方針策定 業務改善の推進 

 

 

№3 情報教育機器の充実（校務用）  （教育センター） 【拡充】 

 校務の効率化や質の高い教材作成を進め、子ども一人ひとりに向かい合う時間を創出し、きめ細か

い指導に取り組むために、校務用ＰＣの充実を図り、全教職員が１台のＰＣを活用できる環境の実現

を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

校務用ＰＣの整備 整備率：84.7％ 整備率：96.4％ 整備率：100％ 

 

 

№4 
学校給食費の公会計化＊と「公金・準公金＊管理システム」の整備 

（保健体育課・学事課） 【新規】 

 適正な給食会計の運営と会計事務の透明性の向上、給食費の保護者負担の公平性の確保などを主目

的として、給食費公会計への移行を進めるとともに、給食費を含めた学校徴収金＊について「公金・

準公金管理システム」を導入し、徴収事務や債権回収に関する教職員の事務負担の軽減を図ります。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

管理システムの整備 検討 運用 運用 
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№5 給与負担等の移譲に関する制度設計と改善  （県費移譲課） 【新規】 

 県費負担教職員の給与負担等の移譲により、本市独自で学級編制基準＊や給与等の勤務条件等を決

定することが可能となることから、制度設計を着実に実施するとともに、学校の実情に応じた教職員

の配置等について検討を進めます。また、移譲の制度設計と併せて、既存の非常勤職員配置事業の抜

本的見直しを図り、これまで以上に個に応じたきめ細やかな指導や専門性の高い指導などの教育の実

現に向けて、本市の学校教育の特色を打ち出します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

制度設計 方針決定 完了 運用 

非常勤職員配置事業 
各種既存事業の見直

しについて、方針決定 
実施 実施 

 

 

再掲 スクールカウンセラーの活用  （指導課） 【拡充】 

 市内全中学校及び小学校において、児童生徒へのカウンセリングを実施するとともに、教職員及び

保護者に対する助言・援助を行い、いじめや不登校の問題や悩みの解消を図るために効果的な、スク

ールカウンセラー＊の配置を進めます。 

 

再掲 スクールソーシャルワーカーの活用  （指導課） 【拡充】 

 教育に加え社会福祉等の専門的な知識や経験を用いて、児童生徒の置かれた環境に働きかけて支援

を行うため、スクールソーシャルワーカー＊の配置を拡充します。 

 

再掲 特別支援教育のサポート体制の整備  （養護教育センター） 【拡充】 

 児童生徒のよりよい教育環境を整備し、ニーズに応じた教育を充実させるために、特別支援教育指

導員＊・介助員＊の適正かつ効率的な配置を推進します。 

 

再掲 多様な外部人材を活用した学校支援  （指導課） 【継続】 

 円滑な学校運営を進め、児童生徒の学力の定着を図るために、退職教員をはじめとする多種多様な

専門性を備えた人材を幅広く確保する「ＮＰＯ＊ちば教育夢工房」を活用し、学校が必要とする人材

の配置を進めます。 

 

再掲 中学校運動部活動指導者の派遣  （保健体育課） 【継続】 

 中学校の運動部活動を通して、スポーツに親しむ資質や能力を育て、体力の向上や健康の増進を図

るため、専門的な指導力を備えた指導者を必要とする学校に対し、民間指導者を派遣します。 

 

再掲 学校支援地域本部やコミュニティスクール等の推進  （学事課） 【拡充】 

 学校教育の充実と地域コミュニティの活性化を図るため、これまで取り組んできた学校評議員制度＊

を充実させるとともに、国の制度改正の状況も踏まえつつ、本市にふさわしい制度設計のもと、学校

支援地域本部＊の設置やコミュニティスクール（学校運営協議会）＊の導入などをはじめ、各地域に応

じた多様な形態の学校・地域の連携組織の設置を進めます。  
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６ 多様な教育的支援の充実を図る 

 

 6-1 特別支援教育の充実 

 

 施策の方針  

 

 障害のある子どもと障害のない子どもが、ともに学ぶことができるよう交流及び共同学習

を推進します。 

 

 特別な教育的ニーズのある子どもが自立し社会参加していくために、教育環境を整えると

ともに、その年齢や能力、かつ特性を踏まえた十分な教育と支援の充実を図ります。 

 

 各学校における支援体制を充実させるとともに、指導にあたる教職員の専門性と資質・能

力の向上を図ります。 

 

 早期からの教育相談や就学相談の充実とともに、個に応じた教育支援計画を作成し、福祉

や医療等の関係機関との連携を図り、継続性、一貫性のある指導、支援の充実を図ります。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

20 

市立小中学校における

特別支援学級の個別の

教育支援計画作成の割

合 

35.1% 

（26 年度末） 
85.0% 95.0％ 

市教育委員会指導課調べ 

21 

「卒業後を見通した連

続性のある教育が行わ

れている」と答える特別

支援学校の保護者の割

合 

Ｈ27 年度 

調査予定 
80.0% 90.0% 

市教育委員会指導課調べ 
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 アクションプラン  

 

№1 インクルーシブ教育システムの理解促進 （養護教育センター・指導課） 【新規】 

 インクルーシブ教育システム＊構築のために教職員及び児童生徒への理解の促進を図ります。さら

に、日常的な交流及び共同学習が行える学習環境づくりを進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

新実施方針策定 

インクルーシブ教育

システムモデル事業

実施（1小 1中） 

新実施方針策定 新実施方針運用 

 

 

№2 特別支援教育のサポート体制の整備  （養護教育センター） 【拡充】 

 児童生徒のよりよい教育環境を整備し、ニーズに応じた教育を充実させるために、特別支援教育指

導員＊・介助員＊の適正かつ効率的な配置を推進します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

特別支援教育指導員 35人 40人 40 人 

特別支援教育介助員  5人 15人 15 人 

 

 

№3 特別支援学級等の設置  （指導課・養護教育センター） 【拡充】 

 特別な教育的支援を要する児童生徒の多様なニーズに対応した教育を充実するため、小中学校の特

別支援学級＊の設置を実態に応じて進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

特別支援学級の設置 
小：74.1％ 

中：60.0％ 

小：83.0％ 

中：72.7％ 

小：89.3％ 

中： 83.6％ 

 

 

№4 障害のある子どもの自立を支える体制強化  （養護教育センター・指導課） 【継続】  

 障害のある子どもの早期発見・早期支援等行い、将来を見通した支援を進めるため、「特別支援連

携会議」を活用し、幼保、教育、保健、福祉、医療等関係機関の連携強化を進めます。 

 

 

№5 障害のある幼児・児童生徒の就学支援  （指導課・養護教育センター） 【継続】 

障害のある児童・生徒について、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう、

保護者や専門家の意見を踏まえ、継続的に支援を行います。 

 

 

№6 長柄げんきキャンプの実施  （指導課） 【継続】 

 小・中学校の特別支援学級及び市立特別支援学校の児童生徒を対象に、基本的な生活習慣や社会性

を養うことを目的に、親元を離れての宿泊体験や他校児童生徒との交流を進めます。  
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６ 多様な教育的支援の充実を図る 

 

 6-2 いじめや不登校の未然防止と早期発見・解消 

 

 施策の方針  

 

 いじめのない安心・安全な学校生活を目指して、児童生徒への指導体制や教育相談体制の

一層の充実や教職員の指導力の向上を図るとともに、学校と家庭、地域等が課題や対策を

共有し、連携して取り組む体制を強化します。 

 

 学校が児童生徒にとって自己の存在感を実感でき、精神的に安心していられる「心の居場

所」としての役割を果たすとともに、教職員が一体となり、いじめや不登校を生まないた

めの予防策の強化を図ります。 

 

 子どもを取り巻くインターネットを含む社会環境や家庭環境の課題に対し、家庭や地域社

会、関係機関が連携した取組みを推進します。 

 

 不登校児童生徒には、一人ひとりの実態に応じた系統的、段階的な指導・援助を行い、学

校復帰への支援を進めます。 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

22 
学校に行くのは楽しい

と思う児童生徒の割合 

小 6：86.4％ 88.0％ 90.0％ 

中 3：81.5％ 83.0％ 85.0％ 

全国学力・学習状況調査 

23 
全児童生徒数に対する

不登校児童生徒の割合 

小：0.46％ 

（26 年度末） 
0.40％ 0.35％ 

中：2.38％ 

（26 年度末） 
2.25％ 2.20％ 

千葉市教育委員会指導課調べ 

24 いじめ解消率 

小：82.2％ 

（26 年度末） 
86.0％ 90.0％ 

中：80.3％ 

（26 年度末） 
84.0％ 87.0％ 

千葉市教育委員会指導課調べ 
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 アクションプラン  

 

№1 「未然防止」に重点化した研修の実施  （教育センター・指導課） 【拡充】 

 「いじめ」や「不登校」に関して、全ての児童生徒が学校に来ることを楽しいと感じる日々の学校

生活の充実が最も重要であることを再認識するとともに、「楽しい教室・夢広がる学校づくり」に向

けて、管理職などへ「未然防止」に重点化した研修等を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

研修の実施 不登校対策研修実施 
研修内容における「未

然防止」の重点化 
研修の実施 

 

 

№2 スクールカウンセラーの活用  （指導課） 【拡充】 

 市内全中学校及び小学校において、児童生徒へのカウンセリングを実施するとともに、教職員及び

保護者に対する助言・援助を行い、いじめや不登校の問題や悩みの解消を図るために効果的な、スク

ールカウンセラー＊の配置を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

小学校に配置 
7校配置 

12校巡回 

10校配置 

20校巡回 

10 校配置 

20 校巡回 

スーパーバイザー＊の配置 3人 4人 4 人 

 

 

№3 不登校やいじめに関する教育相談の実施  （指導課・教育センター） 【継続】 

 不登校やいじめなど教育全般にわたる悩みを持つ児童生徒や保護者などの多様な相談ニーズに応

えるため、電話相談、来所相談、家庭訪問相談などの多様な体制を取るとともに、担当教育相談員に

よる学校への指導・助言により、相談体制の充実を図ります。 

 

 

№4 適応指導教室の設置及び運営  （教育センター） 【拡充】 

 不登校児童生徒＊の一時的な場所として、少人数による集団活動や体験活動を行うことにより、社

会性・協調性の育成、学習の支援、学校生活への復帰を図るために、成果を挙げている適応指導教室
＊（ライトポート）の全行政区への設置及び運営を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

適応指導教室（ライトポー

ト）の設置運営 
5ヵ所運営 

6ヵ所運営 

（各区設置） 

6 ヵ所運営 

（各区設置） 

 

 

再掲 道徳教育の充実  （指導課） 【拡充】 

 よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために、道徳科を要とした学校教育活動全体を通し

て、自律、協調、思いやりなどの心をもつ児童生徒の育成を図ります。 

 また、学習指導要領＊一部改訂にともない教科化が見込まれていることから、教材の活用や指導方

法の工夫、評価方法などについて検討し、本市の児童生徒に適した授業を推進します。 
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６ 多様な教育的支援の充実を図る 

 

 6-3 学習や社会生活が困難な子どもへの支援 

 

 施策の方針  

 

 社会的・経済的な事情に関わらず全ての子どもが、充実した教育を受けることができる教

育環境の実現に向けて、多様な支援の充実を図ります。 

 

 外国人児童生徒や帰国児童生徒に対する日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充

実を図ります。 

 

 家庭環境等の様々な要因から学力定着等が困難な児童生徒に対し、学習支援や相談体制の

充実に取組み、学習習慣の確立や自ら学ぼうとする学習意欲の向上を図ります。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

25 

家で、自分で計画を立て

て勉強することを全く

していない児童生徒の

割合 

小 6：10.3％ 10.0％ 9.0％ 

中 3：17.8％ 16.0％ 14.0％ 

全国学力・学習状況調査 

26 

日本語指導が必要な 

帰国・外国人児童生徒で

指導を受けている割合 

小：90.5％ 

（26 年度末） 

91.０％ 92.0％ 

中：93.4％ 

（26 年度末） 

94.0％ 95.0％ 

千葉市教育委員会指導課調べ 
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 アクションプラン  

 

№1 スクールソーシャルワーカーの活用  （指導課） 【拡充】 

 教育に加え社会福祉等の専門的な知識や経験を用いて、児童生徒の置かれた環境に働きかけて支援

を行うため、スクールソーシャルワーカー＊の配置を拡充します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

スクールソーシャルワー

カーの配置 
４人 ６人 ６人 

 

 

№2 就学援助  （学事課） 【継続】 

 市立小中学校に就学する児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、経済的に就学が困難

な保護者に就学費用を支給します。 

 

 

№3 外国人児童生徒指導協力員の派遣  （指導課） 【拡充】 

 外国人児童生徒の学校生活への不適応を予防するため、日本語習得が必要な児童生徒が在籍する学

校で指導を実施する、協力員の派遣体制を充実します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

外国人児童生徒指導協力

員の派遣 
11人 11人（勤務日数拡充） 11 人（勤務日数拡充） 

 

 

№4 日本語指導通級教室の設置  （指導課） 【拡充】 

 外国人児童生徒が授業に無理なく参加できる力を育成するため、市立中学校に在籍する日本語指導

の必要な生徒が通級する日本語指導通級教室＊の設置を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

日本語指導通級教室の設

置 
１ヵ所運営 増設を検討 増設 

 

 

№5 学習習慣定着に向けた支援  （教育センター・指導課） 【拡充】 

 家庭環境等の様々な要因から学習習慣の身に付いていない児童生徒に対して、日常の学校生活での

指導とあわせて、ｅ-ラーニング＊の活用など効果的な支援策を検討・実施します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

ｅ-ラーニングの活用 検討 モデル実施 運用拡大 
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７ 地域社会全体で子どもの成長を支える 

 

 7-1 地域とともにある学校づくりの推進 

 

 施策の方針  

 

 学校、家庭、地域、行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ、連携・協働により、地

域社会全体で子どもの教育にあたる体制の実現を目指します。 

 

 本市にふさわしい制度設計のもと、各地域に応じた学校・地域の連携組織の設置を進め、

地域の多様な人材の参画・協働の機会を創出するとともに、四者が相互理解と信頼関係

のもとに、子どもを支える体制の整備や支援を進めます。 

 

 子どもの成長を支える活動が人と人や、人と地域の絆づくりとコミュニティの活性化に

つながるような、好循環の実現を目指します。 

 

 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 27年度末 30年度末 33年度末 

27 

日頃、地域でこどもへの

声かけや見守り活動を

行っている市民の割合 

13.8％ 

（26 年度末） 

19.0％ 

（29 年度末） 
20.0％ 

市民１万人アンケート 

28 

市内の学校は地域に開

かれていると感じる市

民の割合 

40.0％ 

（26 年度末） 

50.0％ 

（29 年度末） 
60.0％ 

市民１万人アンケート 
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 アクションプラン  

 

№1 学校支援地域本部やコミュニティスクール等の推進  （学事課） 【拡充】 

 学校教育の充実と地域コミュニティ の活性化を図るため、これまで取り組んできた学校評議員制度＊

を充実させるとともに、国の制度改正の状況も踏まえつつ、本市にふさわしい制度設計のもと、学校

支援地域本部＊の設置やコミュニティスクール（学校運営協議会）＊の導入などをはじめ、各地域に応

じた多様な形態の学校・地域の連携組織の設置を進めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

連携組織の設置 

学校支援地域本部 

小：2校 

中：1校 

学校支援地域本部を

含めた連携組織を小

中高の三割に設置 

学校支援地域本部を

含めた連携組織を全

小中高に設置 

 

 

№2 放課後子ども教室＊の推進  （生涯学習振興課） 【拡充】 

 小学校の放課後に魅力的な「体験・学び」の機会を充実させるため、これまで培ってきた地域・保

護者を中心とした運営体制に加え、民間企業・大学・ＮＰＯ＊等の参加と協働を進めるとともに、教

育委員会が総合調整を担うことにより、民間等とコーディネーターの連携を促進し、各教室における

地域教育力＊の向上を図り、活動プログラムの充実及び実施日数の増加を図ります。 

 また、本事業は確かな学力＊・豊かな人間性・健やかな体を育てる学校教育に積極的に貢献します。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

実施日数 
21.2日/校 

ニーズ調査の実施 
30.0日/校 

前半 3カ年の取組状況

を踏まえ、見直し時に

設定 

 

 

№3 学校教育に関する広報・広聴の充実  （企画課） 【拡充】 

 広く市民に本市の学校教育の現状を知ってもらうとともに、教育に関する様々なニーズを収集する

ため、市民と教育委員が直接意見交換を行う機会の充実に努めます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

意見交換会の開催 実施 拡充 拡充 

 

 

№４ ネット社会における諸問題への対応  （指導課・教育センター） 【拡充】 

 携帯電話やスマートフォンの急速な普及にともなうソーシャルメディア＊を利用したいじめや、イ

ンターネット利用にともなうトラブルなど様々な問題に対して、情報モラル教育＊の推進とともに、

家庭や関係機関と協働した予防と対策に取り組みます。 

新規・拡充項目 27年度末現状 30年度末目標 33年度末目標 

予防と対策の検討・実践 検討 
協議会設置 

ガイドライン策定 
実践 
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№5 家庭教育資料作成事業  （健全育成課） 【継続】 

 小学１年生・５年生・中学１年生の家庭に、子育て支援の一環として家庭教育の手引きを配布しま

す。 

 

 

№6 青少年育成委員会活動事業  （健全育成課） 【継続】 

 市が委嘱した青少年育成委員が、青少年問題に対する共通の理解を深め、地域における青少年育成

関係機関・団体の相互の連絡調整を図りながら地域ぐるみで青少年の健全育成活動を総合的に推進し

ます。 
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１ 参考資料 
 

 １ 第１次学校教育推進計画の進捗状況 

 

 

  

基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

1 学習指導要領に基づく「千葉市版年間指導計画」の作成
移行期の指導
計画作成

指導計画の改
訂

作成完了 指導課

2 「学校の勉強が好きだ」と肯定的に回答する小学５年生の割合 69% 77% 80% 指導課

3 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　中学２年生の割合 38% 53% 65% 指導課

4 小学生一人あたり2週間の平均読書冊数 10冊 12冊 15冊 指導課

5 中学生一人あたり　　　　〃 4冊 5冊 8冊 指導課

6
一週間にどのくらい読書をするかに対して「読まない」と回答する
小学5年生の割合

17.5% 18% 10% 指導課

7
　　　　　　　　　　　〃
中学２年生の割合

16.3% 15% 10% 指導課

8 「理科の勉強が好き」と肯定的に回答する小学５年生の割合 86.6% 90% 90% 指導課

9 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　中学２年生の割合 64% 69% 70% 指導課

10 「算数の勉強が好き」と肯定的に回答する小学５年生の割合 71% 68% 78% 指導課

11 「数学の勉強が好き」と肯定的に回答する中学２年生の割合 53% 63% 60% 指導課

12 科学館を授業の一環で利用する市内小学校の割合　 88.3% 97% 100% 生涯学習振興課

13 「絵をかく会」「総合展」への参加校 全参加 全参加 継続 指導課

14 情報教育支援員の配置数 － 3人 3人 教育センター

15 各学校の学校ＣＩＯ育成率 － 100% 100% 教育センター

16 学習コンテンツを利用する学校の割合 35% 100% 100% 教育センター

17 千葉市独自の情報モラル教育カリキュラムを実践した学校の割合 － － － 教育センター

(再掲) 科学館を授業の一環で利用する市内小学校の割合　

(再掲) 団体貸出用資料の貸出冊数（学校専用貸出及び団体用貸出の計）

Ⅰ　わかる授業を推進し、自ら学ぶ力を身に付けさせる

（１）
学ぶ意欲と確か
な学力をはぐくむ
教育の推進

（2）
学びを深め、広げ
る教育の推進

(12の再掲)

(33の再掲)
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基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

18 「係活動等責任を持って行っている」と回答する小学５年生の割合 85% 91% 88% 指導課

19 「係活動等責任を持って行っている」と回答する中学２年生の割合 83% 93% 90% 指導課

20 職場体験学習を３日以上実施する中学校の割合 75% 80% 95% 指導課

21 職場体験学習を実施する中学校の割合　【H23年度新規】
100％
（H23）

100% 100% 指導課

22
人の役に立つ人間になりたいと思う」と回答する生徒の割合
【H24年度新規】

小94.4％
中92.9％
（H24）

小92.7%
中93.4% 95% 指導課

(再掲) 千葉市独自の情報モラル教育カリキュラムを実践した学校の割合

23
環境の保全、生命の尊び、自然の大切さ等について、学校独自の内容で、学習を
実施している学校数　【H23年度新規】

100％
（H23）

100% 100% 指導課

24 全児童生徒数に対する不登校小学校児童数の割合 0.22% 0.46% 0.20% 指導課

25 　　　　　　　〃　　　　　　不登校中学校生徒数の割合 2.73% 2.38% 2.50% 指導課

26
教育センターでのグループカウンセリング活動に参加した児童生徒のうち、学校
復帰に向けた改善が図られ、教育相談指導教室に入級できた児童生徒の割合

32% 51% 50% 教育センター

(再掲) 職場体験学習を３日以上実施する中学校の割合

27 高等学校卒業時の進路決定状況 76% 80% 83% 企画課

28 埋蔵文化財調査センターの出前授業を利用する児童・生徒数（延べ数） 2,040人 6,111人 7,400人 文化財課

29 「英語の勉強が好き」と肯定的に回答する中学２年生の割合 61% 68% 70% 指導課

30 「英語活動が楽しい」と肯定的に回答する児童の割合(小学５年生) 81% 92% 98% 指導課

31
市立稲毛高等学校・附属中学校における高校2年時の実用英語技能検定（英検）
2級の合格率　【H23年度新規】

56％
（H23）

59.2% 100% 市立稲毛高

32 海外の学校との交流活動を実施している学校数 17校 28校 30校 指導課

(再掲) 小学生一人あたり2週間の平均読書冊数

(再掲) 中学生一人あたり　　　　　　　〃　　　　　

(再掲)
一週間にどのくらい読書をするかに対して「読まない」と回答する
小学5年生の割合

(再掲)
　　　　　　　　〃
中学２年生の割合

33 団体貸出用資料の貸出冊数
（学校専用貸出及び団体用貸出の計） 16,000冊 23,674冊 24,000冊 中央図書館

34 子ども読書まつりの参加人数 3,800人 9,372人 11,000人 中央図書館

35 オーケストラコンサート参加人数 4,231人 4,750人 4,900人 指導課

（５）
豊かな情操をは
ぐくむ教育の推進

(4の再掲)

(5の再掲)

(6の再掲)

(7の再掲)

Ⅱ　社会性を備えた豊かな心をはぐくむ

（３）
命を大切にする
心や思いやりの
心をはぐくむ教育
の推進

(17の再掲)

（４）
夢や希望をはぐく
む教育の推進

(20の再掲)
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基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

36 県運動能力証の合格率（小学生） 24.0% 26.9% 27.5% 保健体育課

37 　　　　〃　　　　　（中学生） 23.2% 26.3% 27.0% 保健体育課

38 新体力テストにおいて、各学年・種目で全国平均を上回る割合 95.8% 94.4% 100% 保健体育課

39 行政区に対する総合型地域スポーツクラブの設立数の割合 67% 100% 100%

40 １2歳（中学1年生）のＤＭＦ指数（永久歯の一人あたりの平均虫歯指数） 1.36
0.74

全国1.00
1.00 保健体育課

41 朝食を必ず食べる児童生徒の割合 88.0% 90.2% 92.0% 保健体育課

基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

最終
目標

（Ｈ２７）

担当
所管

(再掲) 朝食を必ず食べる児童生徒の割合

42 子育てサロンが行う子育て相談への参加者数(延べ数） 2,298人 2,088人 3,200人 生涯学習振興課

43 放課後子ども教室の年間延参加児童数　【H22年度新規】
107,795人

（H23）
92,358人 174,000人 生涯学習振興課

44
地域の大人に挨拶をしたり、話すようになったりした参加児童の割合
【H22年度新規】

59.3％
（H23）

62.8% 60% 生涯学習振興課

45 異なる学年の児童と遊ぶようになった参加児童の割合　【H22年度新規】
40.2％
(H23）

44.6% 45% 生涯学習振興課

46 公民館の小・中学生の学習者数（延べ数） 41,854人 28,899人 48,000人 生涯学習振興課

47 学校・家庭・地域連携によるまちづくり推進事業への参加者数（延べ数） 61,733人 92,679人 100,000人 指導課

48 学校セーフティウォッチャーの登録者数 16,000人 26,855人 25,200人 学事課

49 こども110番のいえ設置数 10,080 10,322 12,000 健全育成課

（10）ルールやマ
ナー意識をはぐく
む交流・連携活動
の推進

50 「青少年の日」つながりウィーク地域行事を実施する中学校区数 40校区 55校区 54校区 健全育成課

Ⅲ　体力を高め、健康な体をはぐくむ

（6）
体力向上の
推進

（７）
健やかな体の育
成

Ⅳ　家庭の教育力を高め、地域の教育力を生かす

（8）
家庭の役割と機
能を再確認する
ための方策推進

(41の再掲)

（９）
地域の教育力を
活用した家庭・学
校への支援の充
実
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基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

51 学校施設の耐震化の割合（耐震化率） 60% 99% 100% 学校施設課

52 普通教室2台、特別教室６台の配備に向けたＬＡＮ用コンピュータの整備状況 11% 52% 100% 教育センター

53 不審者侵入に対する防犯訓練を実施する学校 全校実施 全校実施 継続 学事課

54
地上デジタル放送への対応割合
（上段：テレビ配置、下段：アンテナ工事）

－ 100% 100%

55 学校適正規模校の割合(上段:小学校、下段:中学校)　【H23年度新規】
56％
50％

（H23）

63%
57%

63%
55%

企画課

56 特色ある学校づくりを展開する学校 全校実施 全校実施 継続 指導課

(再掲)
市立稲毛高等学校・附属中学校における高校2年時の実用英語技能検定（英検）
2級の合格率

57 高等学校が連携教育を行う大学数 6 9 10 市立千葉

58
市立千葉高校における、単位制で選択科目が充実しており、授業や補習など教科
指導が熱心に行われていると回答した生徒の割合【H23年度新規】

80％
（H23）

90% 85% 市立千葉

59
市立稲毛高校における、少人数学習やネイティブの授業等、コミュニケーション能
力を高め、英語力の向上を図る授業を受けたり、様々な国際交流の体験をするこ
とができた生徒の割合　【H23年度新規】

79％
（H23）

83% 85% 市立稲毛

60 預かり保育を実施する幼稚園の割合 85.9% 94.6% 92.5% 保育支援課

基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

61 教員採用選考において、インターンシップ研修生が本市を受験する率 77% 92% 95% 教職員課

62 免許外教科担任の許可申請件数 50件 47件 53件 教職員課

63 基本研修受講者の満足度 80% 96% 90% 教育センター

64 全教職員に対する専門研修受講者の割合 94% 100% 100% 教育センター

65 現場研修員、長期研修生、海外派遣研修の研究・研修成果の発表
全研修員に
よる実施

全研修員に
よる実施

継続 指導課

66 研究指定校の報告会参加人数 1,264人 695人 1,700人 指導課

67 教職員教育研究発表会の応募教科・領域等の割合 54% 79% 80% 教育センター

68 出前講座等により研究成果を校内研究で取り上げる学校の割合 16% 41% 42% 教育センター

69 教育研究奨励賞受賞者累計数 994人 1,144人 1,169人 指導課

70 学校管理訪問の年間実施学校数の割合
全校の３分
の１実施

全校の３分
の１実施

継続 教職員課

71 ＮＰＯ人材の活用小学校数 － 79校 90校 指導課

72 　　〃　　　活用中学校数 － 23校 30校 指導課

73 教員の校務用コンピュータ整備率 17.6% 87.4% 100% 教育センター

74
教員の勤務負担への教育委員会の対応（勤務による負担が減少したと感じる教
員割合）　【H23年度新規】

10.4％
（H24）

16.9% 50% 教職員課

75 学校問題解決支援体制の整備 － 整備 整備

76 全市立学校長を対象とした目標申告に関する面接の実施 － 実施 継続 教職員課

(再掲) 教育研究奨励賞受賞者累計数

Ⅴ　子どもの学びを支える教育環境を整える

（11）
学校施設等の整
備・充実

（１2）
教育環境の改善
と特色ある学校づ
くりの推進

（13）
学びの連続性を
重視した教育の
推進

(31の再掲)

Ⅵ　意欲と指導力のある教職員を確保・育成するとともに、教職員が職務に専
念できる体制を整備する

（14）
信頼される教職
員の確保

（15）
教職員の資質・指
導力の向上

（16）
教職員への支援
体制の充実

（17）
教職員の人事管
理の適正化 (69の再掲)
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基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

77 指導員配置により、学習の取り組み状況や生活面が改善した児童生徒の割合 70% 79% 85% 養護教育センﾀー

78 学校訪問相談員が訪問した学校数　【H22年度新規】
70校

（H22）
82校

依頼を受け
た全学校に

訪問

養護教育センﾀー

79 教育相談を受けるまでの時間数　【H23年度新規】
20.5日
（H23）

23.1日 14日 養護教育センﾀー

80 特別支援教育の研修講座の内容に対する受講者の満足度 97% 97% 97% 養護教育センﾀー

81
長柄ハッピーキャンプに参加した後、学校や家庭でよい変容がみられる児童生徒
の割合

50% 71% 80% 養護教育センﾀー

82 高等特別支援学校の設置 －
開校

作業種拡大

施設・教育
内容の充
実・整備

指導課

83 不登校児童のうち登校できるようになった小学生の割合 24.1% 43.1% 30% 指導課

84 不登校生徒のうち登校できるようになった中学生の割合 29.2% 35.9% 35% 指導課

85 適応指導教室での活動により学校復帰できた児童生徒の割合 62% 68% 75% 教育センター

(再掲)
教育センターでのグループカウンセリング活動に参加した児童生徒のうち、学校
復帰に向けた改善が図られ、教育相談指導教室に入級できた児童生徒の割合

（20）国際化への
対応

86 日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒で指導を受けている児童生徒の割合 98% 97%
同水準
を維持

指導課

(再掲) 預かり保育を実施する幼稚園の割合

87 入学説明会等において就学援助制度に関する保護者への説明を実施する学校 全校で実施 全校で実施 継続 学事課

88 不登校児童生徒がいる学校で「IT等を活用した学習」を申請している割合 － 37% 50% 教育センター

基本施策
達成
指標
番号

達成指標 Ｈ２０
Ｈ２６
実績

（Ｈ２７）
最終
目標

担当
所管

89 学校関係者評価を実施している学校の割合 94% 100% 100% 学事課

90 学校ホームページの定期的更新を実施している学校の割合 95.6% 100% 100% 教育センター

(再掲) ＮＰＯ人材の活用小学校数

(再掲) 　　　〃　　　　活用中学校数

Ⅶ　　多様な教育的支援を充実させるための教育環境整備を一層進める

（18）
特別支援教育の
推進

（19）
不登校児童生徒
への支援の充実

(26の再掲)

（21）
教育の機会均等
を図るための支
援の充実

(60の再掲)

Ⅷ　学校・家庭・地域・行政が一体となって、子どもの成長をサポートする

（22）
学校・家庭・地域・
行政の連携によ
る取り組みの推
進

(71の再掲)

(72の再掲)
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あ行 

ＩＣＴ（P13、他） 

情報通信技術のこと。 

Information and Communication Technologyの略。

IT（Information Technology）とほぼ同義だが、

ネットワーク通信による情報や知識の共有を念頭

に置いた表現。 

 

アクティブ・ラーニング（P37） 

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、

学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教

授・学習法の総称。学修者が能動的に学修するこ

とによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、

知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発

見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が

含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッシ

ョン、ディベート、グループ・ワーク等も有効な

アクティブ・ラーニングの方法である。 

 

ｅ-ラーニング（P69） 

パソコンやコンピュータネットワークなどを利用

して教育を行うこと。学習者は、時間的、空間的

制約を越えて、インターネット上で教材等を取得

しながら学習する。 

 

生きる力（P14、他) 

いかに社会が変化しようと，自ら課題を見付け，

自ら学び，自ら考え、主体的に判断し、行動し，

よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな

学力」、「豊かな心」、「健やかな体」から成る力。 

 

インクルーシブ教育システム（P30、他） 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及

び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、

自由な社会に効果的に参加することを可能とする

との目的の下、障害のある者と障害のない者が共

に学ぶ仕組み。 

 

ＬＤ等通級指導教室（P30） 

ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群等の高機能

自閉症の児童生徒（具体的には通常の学級に在籍

しており、全般的な知的発達に遅れはないが、発 

 

 

 

達障害の診断を受けている、あるいは、その疑い

のある児童生徒のうち、通常の学級で学習上のつ

まずきや行動上の問題の改善・克服が著しく困難

で、学校生活の広い範囲にわたり不適応状況が見

られる児童生徒）を対象とした教室。 

 

ＮＰＯ（P37、他） 

「Nonprofit Organization」の略で、民間非営利

組織と訳すことができる。活動や活動地域に関わ

らず、組織の性格を表す言葉。 

 

英語活動（P40） 

外国の文化や生活習慣に触れたり、国際共通語で

ある英語に慣れ親しんだりするなどの活動を行う

こと。 

 

ＯＥＣＤ 国際教員指導環境調査（P29） 

OECD国際教員指導環境調査（TALIS：Teaching and 

Learning International Survey）は、学校の学習

環境と教員の勤務環境に焦点を当てた国際調査。

2008年に第 1回調査が実施され（参加 24か国・地

域、日本は不参加）、2013年に実施された第 2回調

査には日本を含む 34か国・地域が参加した。 

 

か行 

課外活動（P17） 

放課後に学校で顧問の指導のもとに行われるスポ

ーツ活動や文化活動のこと。 

 

学習指導要領（P17、他） 

文部科学省が告示する教育課程の基準のこと。小

学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支

援学校の各学校と各教科で実際に教えられる内容

とその詳細について、学校教育法施行規則の規定

に基づき定めている。 

 

学力向上サポーター（P18） 

児童生徒の算数・数学の基礎的・基本的な知識・

技能等の定着を図るための学習支援者。 

２ 用語解説 （50音順） 
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学級編制基準（P14、他） 

公立義務教育諸学校において、学級を編制する際

の基準。現在の基準は、国の標準法により、小学

校１年生は３５人学級、その他の小学校中学校の

学年は４０人学級と定められている。 

 

学校支援地域本部（P62、他） 

児童生徒の健やかな成長、学校教育の充実発展、

地域の教育力の向上及び地域コミュニティの活性

化を図るため、保護者、地域住民、関係団体等が

協力し、地域全体で学校を支援する組織。 

 

学校セーフティウォッチャー（P24、他） 

児童生徒の登下校の安全を強化するために、登下

校の時間帯に見守り活動を行っていただく安全ボ

ランティアの方のこと。 

 

学校徴収金（P61） 

児童生徒の学校教育活動を推進するために、個々

にかかる公費（市費・県費による学校予算）以外

の経費として学校が保護者から徴収する私費をい

う。 

 

学校図書館指導員（P18、他） 

児童生徒の豊かな読書活動を推進したり、学校図

書館の環境整備をしたりするために、全小中学校

に配置している指導員。 

 

学校評議員制度（P62、他） 

学校・家庭・地域が連携しながら地域に開かれた

学校づくりを一層推進するため、校長の求めに応

じ、個別もしくは学校評議員会で学校運営に関し

て意見を述べていただく制度。学校評議員は、保

護者や地域住民、学識経験者等、校長が推薦し教

育委員会が委嘱する。 

 

市学力状況調査（P18、他） 

児童生徒の学力を把握し、指導改善に活かすこと

で確かな学力を身に付けさせる目的で、小学校

３・５年生及び中学校２年生全員を対象に実施し

ている調査。（小学校：国・算・理・社、中学校：

国・社・数・理・英及び意識調査を実施） 

 

キャリア教育（P41、他） 

「キャリア」という用語は、生涯にわたる経歴、

専門的技能を要する職業についている等、その解

釈・意味付けは多様だが、「キャリア教育」という

場合には、「生き方そのもの」という意味で使われ

る。「キャリア教育」は、自立した社会人・職業人

となるための、よりよい生き方を支援する教育で

ある。 

 

キャリア発達（P44） 

子どもたち自身が自己のよさや可能性に気づき、

それぞれが夢や希望を持ち、その実現に向けて努

力する過程。 

 

教育振興基本計画（P13、他） 

教育基本法（平成 18年法律第 120号）に示された

理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の

総合的・計画的な推進を図るため、同法第 17条第

1項に基づき政府として策定する計画。 

平成 25年 6月 14日付けで、第 2期の教育振興基

本計画が閣議決定された。（対象期間：平成 25年

度～平成 29年度） 

 

共助（P52、他） 

災害発生時及び事後に、近隣の人々と互いに助け

合うこと。 

 

教職員ヘルシーシステム（P59） 

精神疾患による教職員の長期休職を未然に防止し、

さらにメンタルヘルス向上を図るために実施する

専門医等による巡回訪問や面接など等の取組みの

総称。 

 

教職大学院（P58） 

学校教育が抱える複雑・多様化した諸課題に対応

しうる高度な専門性等を備えた教員を養成するこ

とに特化した専門職大学院。 

 

グローバル化（P13、他） 

活動や活動に伴う影響が、地域や国にとどまらず、

世界的に広がること。 

 

県運動能力証（P51） 

千葉県が小学校５・６年生児童及び中学、高校の

全生徒を対象に８種目の運動検定を実施し、各記
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録が一定の水準に達する者に対して交付する合格

証。 

 

健康教育（P49） 

学校保健、学校安全、学校給食のそれぞれが、独

自の機能を担いつつ、相互に連携しながら、児童

生徒の心身の健康の保持増進を図るために必要な

知識及び態度の習得に関する教育である。 

 

言語活動（P19、他） 

言語の力を使って、子どもたちの思考力・判断力・

表現力などを育むことを目的に、国語をはじめ各

教科等で取組む、記録、説明、批評、論述、討論

などの学習活動。 

 

現場研究員制度（P59） 

現場研究員として選考された研究員が、学校教育

の課題解明と各校の研究推進者の資質向上を図る

ため、所属学校において研究に取り組む制度。 

 

公会計化（P61） 

学校給食費を現在の学校毎に徴収・管理する「私

会計」から、市の歳入歳出予算として管理する「公

会計」に移行すること。 

 

公金・準公金（P61） 

「公金」とは法令に基づき市が管理する現金など

で、「準公金」とは公金以外の、法令に基づかない

お金であるが公金に準じて管理する現金のこと。

本計画では学校が保護者負担経費として徴収し、

公金に準じて管理するもの。 

 

公助（P52、他） 

災害発生時及び事後に、国や自治体が援助するこ

と。 

 

高大接続（P41） 

高校・大学の教員が協力して、教育内容の連続性

や接続性を意識しながら、「思考力・判断力・表現

力」や「主体性・多様性・協働性」などの真の学

力の育成・評価をめざし、生徒・学生の育成に携

わる取組のこと。 

 

コミュニティスクール(学校運営協議会)（P62、他）  

任命された保護者や地域住民の方々が一定の権限

を持って学校運営に参画する「地域とともにある

学校」の仕組み。 

 

教職員定数（P14） 

公立の小中学校等に置くべき教職員の総数。 

 

さ行 

市運動能力検定（P51） 

小学校５・６年生の児童を対象に、５つの運動種

目について、千葉市独自の達成基準を設け、達成

状況によりＡ級、Ｂ級、Ｃ級の合格証を交付する

検定。 

 

自己有用感（P42） 

人とのかかわりを通して、進んで協力できた、自

分から働きかけができた、誰かの役に立つことが

できた、という集団の一員としての自信や誇りを

獲得すること。 

 

小規模校（P27、他） 

第２次千葉市学校適正配置実施方針では、小・中

学校とも１１学級以下の学校のこと。 

 

小中一貫教育（P27、他） 

学びの連続性を重視し、小・中学校９年間の一貫

したカリキュラムや指導方法の工夫等を通して、

一人ひとりの個性や能力をより一層伸ばすことを

目指した教育。 

 

少人数指導教員（P18） 

きめ細かな指導を通した児童生徒の学力の向上を

目的として、ティームティーチングや習熟度別学

習等を行うために配置されている教員。 

 

情報活用能力（P26、他） 

A 情報活用の実践力 

課題や目的に応じて情報手段を適切に活用するこ

とを含めて，必要な情報を主体的に収集・判断・

表現・処理・創造し，受け手の状況などを踏まえ

て発信・伝達できる能力 

B 情報の科学的な理解 

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、

情報を適切に扱ったり，自らの情報活用を評価・

改善するための基礎的な理論や方法の理解 
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C 情報社会に参画する態度 

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役

割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必

要性や情報に対する責任について考え、望ましい

情報社会の創造に参画しようとする態度 

 

情報モラル教育（P21、他） 

情報社会を生き抜き、健全に発展させていく上で

身に付けておくべき考え方や態度、及びネットワ

ーク上で生じるさまざまな危険に的確に対処でき

る判断力等を養う教育。 

 

食育（P22、他） 

食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって

健全な食生活を実現することにより、心身の健康

の増進と豊かな人間形成に資することを旨として

行われる教育。 

 

スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ)（P40） 

将来国際的に活躍するグローバル・リーダーの育

成のために、文部科学省が社会課題に対する関心

を高め、コミュニケーション能力、問題解決力等

を身に付ける教育を重点的に行う高等学校を指定

する制度のこと。 

 

スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ)（P41） 

将来有為な科学技術系人材の育成のために、文部

科学省が科学技術や理科・数学教育を重点的に行

う高校を指定する制度のこと。 

 

スーパーバイザー（P67） 

スクールカウンセラーに対する適切な指導・援助

や、学校における緊急時の対応、困難事例への助

言・援助等を行う、臨床心理に関して高い専門性

と豊富な経験を有する臨床心理士。 

 

スクールカウンセラー（P21、他） 

児童生徒のもつ様々な悩みの解消に向けて、学校

内の相談室を中心に相談活動及び保護者や教職員

に対する助言等を行う、臨床心理に関する専門的

な知識・経験を有する臨床心理士等。 

 

スクールソーシャルワーカー（P31、他） 

児童生徒の問題行動等へ対応するため、教育分野

に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知

識・技術を用いて、関係機関等とのネットワーク

を活用するなど、児童生徒が置かれたさまざまな

環境へ働きかけて支援を行う専門家。 

 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査（P50） 

全国的な子どもの体力の状況を把握・分析するこ

とにより、国、教育委員会・学校が子どもの体力

の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立

することや学校が各児童生徒の体力や生活習慣、

食習慣、運動習慣を把握し、学校における体育・

健康に関する指導などの改善に役立てることを目

的とした調査。平成２０年度から小学校第５学年、

中学校第２学年の児童生徒を対象とした８種目の

実技調査と生活習慣等の質問紙調査や学校を対象

とした質問紙調査を実施している。 

 

専門研修（P59） 

教職員の資質力量の向上を目指し、自己啓発や職

務遂行能力を身に付けるための希望制の研修。 

 

全国学力・学習状況調査（P18、他） 

全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向

上の観点から、各地域における児童生徒の学力・

学習状況を把握・分析することにより、教育及び

教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る

こと等を目的とした調査。平成 19年度から小学校

第６学年、中学校第３学年の児童生徒を対象とし

て国語、算数・数学と、生活習慣や学習環境等に

関する質問紙調査に分けて行われている。 

 

蔵書率（P43） 

公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵

書の標準として文部科学省の定めた「学校図書館

図書標準」に対する、各学校図書館が所蔵してい

る蔵書数の割合。 

 

ソーシャルメディア（P21、他） 

インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発

信し、相互のやりとりができる双方向のメディア

であり、代表的なものとして、ブログ、Facebook

や Twitter等の SNS（ソーシャルネットワーキング

サービス）、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有

サイト、LINE 等のメッセージングアプリがある。 
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た行 

体力・運動能力調査（P23、他） 

国（文部科学省）において、児童期から高齢期に

おける国民の体力・運動能力の現状を明らかにす

るため実施している８種目の体力・運動能力調査。 

大規模校（P27） 

第２次千葉市学校適正配置実施方針では、小・中

学校とも２４学級以上の学校のこと。 

 

確かな学力（P13、他） 

①基礎的・基本的な知識・技能の習得、②知識・

技能を活用して課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等、③学習意欲などの主体的

に学習に取り組む態度 

 

地域教育力（P38、他） 

大人や異年齢の友人との交流を通じ、様々な体験

を積み重ねることにより、子ども達の情操や人間

性をはぐくむ力・作用 

 

チーム学校（P61、他） 

教員の児童生徒と向き合える時間を確保するなど、

指導力を発揮できる教育環境の整備を図るため、

教員以外の専門性や経験を有する専門的スタッフ

を学校に配置したり、従来の業務を改善したりす

ることでそれぞれの専門性を連携して発揮し、学

校組織全体が一つのチームとして力を発揮すると

いう考え方。 

 

中１ギャップ（P27） 

児童が、小学校から中学校への進学において、新

しい環境での学習や生活へうまく適応できず、不

登校等の問題行動につながっていく事態が生じる

こと。 

 

中高一貫教育（P27、他） 

中学校・高等学校６年間の一貫した教育課程や学

習環境の下で学ぶ機会を提供し、生徒一人ひとり

の個性をより重視した教育の実現を目指すもの。

中等教育学校、併設型の中学校・高等学校、連携

型の中学校・高等学校、の３つの実施形態がある。 

 

超高齢社会（P25、他） 

一般に、高齢化率が２１％を超える社会のこと。

なお、高齢化率が７％を超える場合「高齢化社会」、

１４％を超える場合「高齢社会」と言われる。 

 

適応指導教室（P21、他） 

不登校状態の児童生徒を対象に、一時的な居場所

を確保するための施設であり、最終的には学校生

活への復帰を支援することを目的にしている。市

教育センターと連携して、人間関係や集団生活へ

の適応を支援する。 

 

トイレのドライ化（P55） 

モルタルやタイルで仕上げたトイレの床をビニル

系床材とし、清掃方式を従来の水を流して清掃す

る方法から、固く絞ったモップなどで汚れを拭き

取る方法へ変更すること。 

 

読書活動（P20、他） 

児童生徒が楽しむために本を読んだり、読み聞か

せを聞いたり、課題解決のために図書資料を活用

したりする、読書に関わる主体的な活動で、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付

けていく上で欠くことのできないもの。 

 

特別支援学級（P28、他） 

障害に応じた教科指導や、障害に起因する困難の

改善・克服のための指導を行う学級の設置形態の

こと。 

 

特別支援学校（P15、他） 

障害の重複化や多様化を踏まえた、障害種別にと

らわれない学校の設置形態のこと。地域の特別支

援教育のセンター的役割を担う。 

 

特別支援教育（P28、他） 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け

た主体的な取組みを支援するという視点に立ち、

幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を

行うもの。 
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特別支援教育指導員（P62、他） 

通常の学級に在籍するＡＤＨＤ児等の内、学級で

の授業や活動に困難な状況にあり、緊急に対応が

必要な児童生徒に対して、学級担任と協力して一

人ひとりの教育的ニーズに対応した的確な指導が

行えるよう、学校に一定期間配置する者。 

 

特別支援教育介助員（P62、他） 

特別支援学級又は通常の学級に在籍する常時介助

が必要な児童の安全を確保するとともに、学級内

の他の児童の学習保障及び担任教員の負担軽減の

ために、小学校に配置する者。 

 

な行 

日本語指導通級教室（P30、他） 

千葉市立の中学校に在籍している日本語指導の必

要な生徒に対して、日本語で授業に無理なく参加

できる力を育成するために設置された施設。 

 

認定こども園（P56） 

幼稚園と保育所の機能や特性をあわせ持ち、幼児

期の学校教育と保育を一体的に提供するとともに、

地域の子育て支援も行う施設。 

 

は行 

不登校児童生徒（P21、他） 

何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会

的要因・背景により、児童生徒が登校しないある

いはしたくともできない状況にあること（ただし、

病気や経済的理由によるものを除く。） 

 

ブラインド型避難訓練（P53） 

災害の発生日時や場所等をあらかじめ教えないで

行う避難訓練。 

 

放課後子ども教室（P32、他） 

小学校の施設を活用して、放課後の子ども達の安

全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の多

様な人々の参画を得て、様々な体験・交流活動な

どを実施する。 

 

ま行 

メンタルヘルス（P49、他） 

心の健康。精神衛生。 

 

よ行 

幼保小連携・接続（P56） 

幼稚園・保育所（園）・認定こども園から小学校へ

の接続が円滑に行われるようにするため、相互の

交流、情報共有、教育内容の連携等を図ること。 
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